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嘉
禾
吏
民
田
家
荊

「丘」

再
孜

阿

音日

圭
T

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

L
L門
川

'
匂
常
山
サ

問

題

の

所

在

「
町
」
に
つ
い
て

一
町
あ
た
り
畝
数
の
検
討

丘
ご
と
の
開
設
朕
況
か
ら
み
た
丘
の
性
格

一吉
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第

節

問

題

の

所

在

(
l
)
 

一
九
九
六
年
に
湖
南
省
長
沙
市
走
馬
楼
よ
り
出
土
し
た
、
線
数

一
O
寓
黙
に
も
お
よ
ぶ
大
量
の
三
園
呉
の
簡
膿

(以
下
「
走
馬
楼
呉
簡
」)
は、

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
で
な
か
っ
た
孫
呉
時
代
の
制
度

・
枇
舎
を
探
る
た
め
の
重
要
な
鍵
と
し
て
控
目
さ
れ
て
い
る
。
田
絵
慶
を
組
長
と

す
る
長
沙
走
馬
楼
三
園
呉
筒
整
理
組
の
手
に
よ
っ
て
そ
の
整
理
が
着
々
と
進
め
ら
れ
、
目
下
(
二
O
O
三
年

一
一
月
現
在
)
小
型
竹
簡
を
主
た
る

内
容
と
し
た
固
銀
本
第
二
集
の
刊
行
が
よ
う
や
く
惇
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

今
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
内
容
を
吟
味
す
る
時
聞
が

充
分
典
、え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
「
吏
民
国
家
苅
」
(以
下
「
国
家
前
」
)
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
大
型
木
簡
に
限
ら
れ
て
い
る
。

田
家
前
は
い
ず
れ
も
長
さ
五

0
セ
ン
チ
前
後
の
木
簡
で、

回
土
額
に
基
づ
き
租
税
額
を
計
算
し
、
そ
れ
が
正
し
く
納
税
さ
れ
た
こ
と
を
確
認

す
る
と
い
う
の
が
主
た
る
記
載
内
容
で
あ
る
。

一
例
を
拳
げ
れ
ば
、



=一

Hm仔
丘

ω牒
吏
閃
張
喬

ω田
品
川
町
町
凡
一
頃
品
川
畝

ω其
一
頃
九
畝
皆
二
年
常
限
凹
其
一
頃
七
畝
皐
敗
不
収

ω畝
収
布
六
寸
六
分

ω定
牧

二
畝
帥
畝
牧
税
米

一
斜
二
斗
叩
鴬
米
二
斜
四
斗
悶
畝
牧
布
二
尺
凶
其
廿
一
畝
鈴
力
回

ω其
十
六
畝
日
干
敗
不
牧
国
畝
牧
布
六
寸
六
分
同
定
枚

五
畝
凹
牧
米
四
斗
五
升
六
合
凶
矯
米
二
斜
二
斗
五
升

ω畝
牧
布
二
尺
凶
其
米
四
斜
六
斗
五
日
市
即
四
年
十

一
月
十
七
日
悶
付
倉
吏
鄭
黒
悶
九

鴬
布
一
匹
三
丈
九
尺
一
寸
准
入
米
三
斜
九
斗
六
升

ω四
年
十
一
月
十
一
日
閃
付
倉
吏
鄭
黒
帥
其
早
畝
牧
銭
品
川
七
悶
其
熟
田
畝
牧
銭
七
十
凶

凡
矯
銭
三
千
九
百
六
十
六
銭
入
米
二
斜
四
斗
八
升
五
合

ω四
年
十
二
月
廿
日
刷
付
倉
吏
鄭
黒
即
嘉
禾
五
年
三
月
十
日
悶
田
戸
経
曹
史
越
野

張
傷
陳
通
校

四

・
二
六

仔
丘
の
牒
吏
張
喬
の
田
は
三

O
町
で
、
合
計
で
一
頃
三
O
畝
あ
る
。
そ
の
一
頃
九
畝
は
、
皆
二
年
常
限
で
あ
る
。
そ
の
(
常
限
田
の
)

頃
七
畝
は
皐
敗
(
乾
い
て
だ
め
に
な
る
)
で
あ
る
の
で
、

(米
を
)
収
め
ず
、
畝
ご
と
に
布
六
す
六
分
を
収
め
る
。
定
牧
は
二
畝
あ
り
、
畝

ご
と
に
税
米

一
斜
二
斗
を
牧
め
る
と
、
米
二
斜
四
斗
に
な
る
。
畝
ご
と
に
布
二
尺
を
枚
め
る
。
そ
の

(
全
龍
の
)
一
一
一
畝
は
鈴
力
団
で
、
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そ
の
一
六
畝
は
皐
敗
で
あ
る
の
で
、
(
米
を
)
牧
め
ず
、
畝
ご
と
に
布
六
寸
六
分
を
収
め
る
。
定
牧
は
五
畝
あ
り
、
(
畝
ご
と
に
)
米
四
斗

五
升
六
合
を
収
め
る
と
、
米
二
斜
二
斗
五
升
に
な
る
。
畝
ご
と
に
布
二
尺
を
牧
め
る
。
そ
の
(
常
限
回

・
絵
力
田
か
ら
牧
め
た
米
の
合
計

で
あ
る
)
米
四
斜
六
斗
五
斗

(「
升
」
の
誤
り
か
)
は
、

(
嘉
禾
)
四

[
二
三
五
]
年

一
一
月
一
七
日
に
倉
吏
の
鄭
黒
に
手
渡
し
た
。
合
計
で

布

一
匹
三
丈
九
尺

一
寸
に
な
り
、
准
じ
て
米
三
斜
九
斗
六
升
を
入
れ
、

四
年

一一

月

一
一
日
に
倉
吏
の
鄭
黒
に
手
渡
し
た
。
そ
の
皐

(田
)
は
畝
ご
と
に
銭
三
七
を
収
め
、
そ
の
熟
田
は
畝
ご
と
に
銭
七
O
を
枚
め
る
と
、
合
計
で
銭
三
九
六
六
銭
に
な
り
、
准
じ
て
米
二
斜

四
斗
八
升
五
合
を
入
れ
、

四
年
一

二
月
二

O
日
の
倉
吏
の
鄭
黒
に
手
渡
し
た
。
嘉
禾
五
[
二
三
ムハ
]
年
三
月
一

O
日、

田
戸
経
(
用
)
曹

史
の
越
野
・
張
傷

・
陳
通
が
ひ
き
く
ら
べ
て
確
認
し
た
。

(
2
)
 

と
い

っ
た
具
合
で
あ
る

(稽
文
・
筒
番
競
は

『嘉
禾
吏
民
国
家
苅
」
園
銭
本
に
よ
る
)
。
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
国
家
前
の
書
式
は
、
お
よ
そ
次
の
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よ
う
に
一
不
し
う
る
。

(
3
)
 

ω丘
名

ω身
分

ω姓
名

ω線
町
数

ω線
田
土
額

ω常
限
回
線
額
凹
常
限
日
干
田
額
(
お
よ
び
米
税
率
H
賓
質
ゼ
ロ
)
凹
常
限
皐
田
布
税
率

ω常
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限
熱
田
額

ω常
限
熱
田
米
税
率
叩
常
限
熱
田
米
税
額

ω常
限
熱
田
布
税
率
問
鈴
力
回
線
額

ω絵
力
日
干
田
額

(お
よ
び
米
税
率
H
(資
質
ゼ
ロ
)

同
徐
力
日
午
回
布
税
率

ω鈴
力
熱
田
額
叩
鈴
力
熱
田
米
税
率
同
絵
力
熱
田
米
税
額
問
除
力
熱
田
布
税
率
閃
米
線
額
即
米
納
入
日
凶
米
納
入
先

(
4
)
 

(官
職
・
吏
の
姓
名
)
閃
布
総
額
一山
布
納
入
日
関
布
納
入
先
凶
日
干
回
銭
税
率
問
熱
田
銭
税
率
一
明
銭
線
新
町
銭
納
入
日
一
則
銭
納
入
先
即
校
閲
日

1

1

(

6

)

 

一位
校
閲
者

(官
職

・
姓
名
)

即
よ
り
判
明
す
る
徴
税
年
度
に
感
じ
て
、
『
嘉
禾
吏
民
国
家
苅
』
は
田
家
前
を
分
類
し
て
い
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
、
嘉
禾
四
年
前
が
七
八
二
、

(
7
)
 

五
年
前
が

ご

二ハ
九
、
断
簡
や
判
讃
不
能
の
た
め
年
度
不
明
の
も
の
が
九

O
あ
り
、
総
数
は
二
一

四
一
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

従
来
、

(8
)
 

田
家
荊
は
納
税
す
る
民
戸
と
徴
税
す
る
官
府
と
に
分
有
さ
れ
る
納
税
誼
明
書
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か

回
{
杢
別
に
特
有
の
文
言
が
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
未
解
決
の
問
題
が
山
積
し
て
お
り
、
と

(
9
)
 

り
わ
け
納
税
者
の
所
属
を
示
す
「
丘
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
郷
よ
り
下
位
に
位
置
す
る
何
ら
か
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
地
方
行
政
制

し
、
そ
の
記
載
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
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度
や
在
地
一枇
曾
に
つ
い
て
論
じ
る
上
で
の
手
が
か
り
と
な
る
と
目
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
す
で
に
多
く
の
論
者
の
と
り
あ
げ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て

い
る
。

論
争
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
郎
東
聯
で
、
郎
に
よ
れ
ば
、
後
漢
末
の
枇
曾
的
混
乱
に
封
慮
す
る
た
め
に
孫
呉
政
権
が
基
層
の
枇
曾
組
織
を
利

(ω
)
 

期
し
て
設
置
し
た
行
政
草
位
が
正
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
呼
稀
の
由
来
と
し
て
は
、
「
小
土

E
」
の
意
で
あ
る

「丘
」
が
土
地
の
匿
董
に
聴
化

さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
国
家
荊
に
み
え
る

E
を
文
字
通
り
の

「
お
か
」
と
し
て
解
す
る
立
場
を
よ
り
明
確
に
示
す
の
は
王
素

・
宋
少
華

・
羅
新

(U
)
 

で
、
丘
は

一
般
に
高
地
を
指
す
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
針
し
、
丘
は
本
質
的
に
里
と
同
じ
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
が
高
敏
で
あ
る
。
高
は、

国
家
荊
に
行
政
単
位
と
し
て
里
が
み
え
ず
丘
だ

(
日
)

五

・
三
八
に
お
い
て
「
上
利
丘
」
が
「
上
利
里
」
と
誤
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
擦
り
つ
つ
、
孫
呉
政
権
下
の
長
沙
郡

一
帯

(
M
)
 

で
は
郷
里
制
が
郷
丘
制
に
改
め
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
こ
れ
に
封
し
て
は
、

「琵
掘
簡
報
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
名
籍

・
戸
籍
類
竹

(
M
M
)
 

簡
に
里
名
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
里
と
丘
を
同

一
視
す
べ
き
で
な
い
と
の
反
論
が
あ
る
。
名
籍

・
戸
籍
類
竹
筒
と
国
家
苅
と
が
同
時

け
が
み
え
る
こ
と
、



並
行
的
に
存
在
し
た
と
い
う
確
誼
は
今
の
と
こ
ろ
な
く
、
仮
に
名
籍
・
戸
籍
類
竹
筒
の
ほ
う
が
田
家
前
よ
り
も
時
間
的
に
早
い
も
の
で
あ
れ
ば
、

む
し
ろ
高
説
は
「
丘
」
が
「
里
」
と
誤
記
さ
れ
た
理
由
を
合
理
的
に
説
明
す
る
も
の
と
し
て
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

現
在
の
と
こ
ろ
は
高
説
を
積
極
的
に
支
持
す
る
に
足
る
だ
け
の
根
擦
は
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
日
)

高
と
は
逆
に
、
長
沙
呉
簡
の
う
ち
に
み
え
る
丘
と
里
と
を
同
時
期
に
併
存
し
た
別
個
の
直
董
と
み
る
の
が
、
闘
尾
史
郎
で
あ
る
。
開
尾
は、

名
籍
・
戸
籍
上
で
は
里
に
附
籍
さ
れ
、
諸
負
捨
の
納
入
に
聞
し
て
は
現
住
の
居
住
空
間
を
も
と
に
編
成
さ
れ
た
丘
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
、
と

い
う
二
週
り
の
民
衆
把
握
の
方
法
が
あ
っ
た
も
の
と
み
て
い

M
F、
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
王
素
・
宋
少
華
・
羅
新
が
紹
介
し
て
い
る
小
型
竹

筒
中
の
里
名
一
覧
と
田
家
前
に
あ
ら
わ
れ
る
丘
名
と
が
ほ
と
ん
ど
一
致
し
な
い
黙
で
あ
る
。
同
様
に
丘
の
名
稽
か
ら
丘
の
性
格
を
論
じ
た
小
嶋

茂
稔
は
、
「
桐
山
正
」
「
桐
下
丘
」
「
桐
回

E
」
「
桐
唐
丘
」
「
桐
丘
」
と
い
う
よ
う
に
共
通
し
た
文
字
を
含
む
丘
名
の
グ
ル
ー
プ
が
い
く
つ
か
認

め
ら
れ
、
か
っ
そ
の
場
合
に
共
通
の
文
字
に
附
加
さ
れ
る
表
現
に
は
「
下
」
「
上
」
「
東
」
「
南
」
な
ど
方
向
・
方
角
に
よ
る
人
魚
的
な
匡
輩
操
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作
の
痕
跡
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
と
し
て
、
丘
と
は
租
税
徴
収
の
た
め
郷
主
導
の
も
と
民
衆
を
人
魚
的
に
組
織
化
し
た
も
の
で
あ
る

(

川

崎

)

と
結
論
す
る
。

以
上
、
丘
に
閲
す
る
代
表
的
な
諸
説
を
み
て
き
た
。
皐
に
「
E
H高
地
」
と
の
解
穆
を
示
す
に
と
ど
ま
る
王
素
ら
の
説
は
と
り
あ
え
ず
措
く

と
し
て
、
あ
と
の
四
者
は
丘
の
性
格
の
捉
え
か
た
を
そ
れ
ぞ
れ
異
に
す
る
が
、
丘
と
い
う
も
の
に
釘
す
る
基
本
的
認
識
は
、
賓
は
ほ
と
ん
ど
同

じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

E
と
は
公
的
な
文
書
に
記
さ
れ
う
る
よ
う
な
何
ら
か
の
行
政
皐
位
で
あ
り
、
そ
れ
が
と
き
に
徴
税
に
か
か
わ
る
場
合
も

あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
、
国
家
苅
の
記
述
か
ら
導
か
れ
る
暗
歎
の
前
提
で
あ
る
。
こ
う
し
た
基
本
認
識
が
同
じ
で
あ
る
の
に
、
結
論
が
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
根
本
的
な
原
因
は
、
丘
そ
の
も
の
の
理
解
の
し
か
た
の
遣
い
に
で
は
な
く
、
後
漢
末
か
ら
孫
呉
期
と
い
う
時
代
の
捉
え
か
た
の

相
違
に
あ
る
。
漢
代
の
里
が
そ
の
ま
ま
正
に
な
っ
た
と
す
る
高
説
に
従
え
ば
、
後
漢
の
滅
亡
と
孫
呉
政
権
の
成
立
と
い
う
統
治
者
の
交
替
は、

園
家
の
在
地
枇
舎
と
の
向
き
合
い
か
た
に
は
何
ら
本
質
的
な
嬰
化
を
引
き
起
こ
さ
ず
、
た
だ
蟹
わ
っ
た
の
は
行
政
草
位
の
呼
稀
だ
け
で
あ
っ

た
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と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
郎

・
開
尾

・
小
嶋
は
、
嘗
時
の
時
代
朕
況
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
れ
ま
で
の
里
を
と
お
し
た
民
衆
把
握
の
方
法
を
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超
え
た
新
し
い
存
在
と
し
て
、
丘
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
直
そ
う
と
す
る
。
た
だ
そ
の
場
合
に
も
、
郎
は
後
漢
末
の
枇
舎
の
混
乱
を
前
提
と
し

な
が
ら
在
地
枇
舎
の
国
家
支
配
か
ら
の
自
立
を
想
定
し
、
そ
う
し
た
中
で
枇
曾
組
織
を
利
用
し
た
民
衆
把
握
の
し
か
た
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た

も
の
が
丘
だ
と
考
え
る
が
、
開
尾

・
小
嶋
は
漢
代
以
来
の
里
制
が
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
な
が
ら
も
、
徴
税
に
あ
た
っ
て
は
賓
際
の
居
住
空
間

が
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
た
め
に
丘
が
お
か
れ
た
と
考
え
、
そ
の
背
景
と
し
て
は
後
漢
の
衰
退
に
よ
る
混
乱
状
況
と
い
う
政
治
的
要
因
よ

り
も
、

村
の
琵
生

・
型
地
の
特
殊
性
と
い

っ
た
枇
命
日
経
済
上
の
饗
化
や
地
域
性
の
問
題
を
、
相
封
的
に
強
く
意
識
し
て
い
る
。
う
ち
後
者
に
属

す
る
こ
説
を
分
か
っ
て
い
る
の
は
、
図
家
が
在
地
枇
舎
に
劉
し
て
も
つ
規
制
力
の
強
弱
を
ど
う
み
る
か
の
遠
い
で
、
開
尾
が
里
と
丘
と
の
併
存

を
枇
舎
の
饗
化
や
地
域
性
と
い
う
現
賓
面
か
ら
の
要
請
に
感
じ
た

い
わ
ば
受
動
的
な
行
政
機
構
の
改
壁
と
み
る
の
に
釘
し
、
小
嶋
は
国
家
の
能

動
性
を
い
っ
そ
う
重
視
し
て
、
国
家
主
導
の
民
衆
の
組
織
化
を
い
う
の
で
あ
る
。

い
ま
み
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
こ
れ
ま
で
の
丘
を
め
ぐ
る
論
争
と
い
う
の
は
、

正
と
い
う
も
の
の
賓
像
や
そ
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こ
か
ら
み
え
て
く
る
枇
曾
状
況
に
即
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
昔
時
の
時
代
背
景
に
封
す
る
認
識
の
違
い
を
互
い
に
ぶ

つ
け
合
、
つ
だ
け
に
終
わ

っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
従
来
の
諸
説
に
は

「
丘
に

つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、

す
な
わ
ち
丘
と
い
う
も
の
の
内
在
的
理
解
の
扶
如
と
い
う
限
界
が

つ
き
ま
と
っ
て
い
る
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

丘
の
賓
態
が
根
擦
と
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
、

た
め
に

ど
の
説
に
従

う
に
し
て
も
、
若
干
の
跨
踏
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
材
料
が
少
な
い
場
合
は
こ
う
し
た
議
論
の
進
め
か
た
も
問
題
解

決
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
段
で
は
あ
る
し
、

国
家
前
の
記
載
内
容
を
単
な
る
税
額
計
算
と
納
税
確
認
の
羅
列
と
み
る
限
り
に
お

い
て
は
、
丘
を

内
在
的
に
理
解
す
る
た
め
の
方
法
が
見
い
だ
せ
な
か

っ
た
こ
と
も
事
貰
で
は
あ
る
の
だ
が
、

丘
の
賓
像
を
窺
い
知
る
た
め
の
手
段
は
田
家
荊
の

う
ち
に
ま

っ
た
く
残
さ
れ
て
い
な
い
と
、

は
た
し
て
言
い
切
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、

国
家
前
の
主
内
容
で
あ
る
税
額
計
算
と
納
税
確
認
以
外
の
記
述、

よ
り
限
定
的
に
い
え
ば、

ωの
「線
町
数
」

と
町
の
「
総
回
土
額
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
具
健
的
な
田
畑
の
存
在
形
態
に
か
か
わ
る
情
報
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
回
土
に
つ
い

て
こ
う
し
た
二

様
の
表
記
が
な
さ
れ
る
こ
と
自
躍
が
国
家
前
の

一
特
徴
で
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
管
見
の
限
り
未
だ
考
察
の
封
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。



国
家
別
に
お
け
る
田
土
の
表
記
方
法
に
つ
い
て
の
整
理
も
な
く
、
ど
ん
な
田
土
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
把
握
も
せ
ず
、
丘
と
は
何
か

を
外
在
的
に
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
本
来
な
ら
ば
順
序
が
逆
で
あ
る
。
「
町
数
」
と
「
畝
数
」
の
関
係
か
ら
出
接
し
て
、
正
と
い
う
場

に
お
け
る
田
畑
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
追
究
す
る
こ
と
で
、
正
の
性
格
の
一
端
に
絹
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
の
試

み
が
本
稿
で
あ
る
。

第

節

「
町
」
に
つ

い
て

ま
ず
は
、
前
節
で
引
い
た
国
家
荊
の
記
載
を
い
ま
一
度
ご
買
い
た
だ
き
た
い
。

=
実
伴
丘
豚
吏
張
喬
田
品
川
町
凡
一
頃
品
川
畝
・:
(
後
略
)

四・
二
六

停
丘
の
際
吏
張
喬
の
田
は
三

O
町
で
、
合
計
で

一
頃
三

O
畝
あ
る
。
・:

」
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

一
般
に
田
家
荊
で
は
、
単
位
「
町
」
の
線
量
を
遮
べ
た
の
ち
「
凡
:
・畝
」
と
し
て
田
土
の
線
面
積
が
記
さ
れ
る
。
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も
ち
ろ
ん
必
要
に
麿
じ
て
面
積
の
車
位
に
は
「
頃
」
「
歩
」
も
用
い
ら
れ
る
が
、
嘉
禾
四
年
前
で
歩
数
が
明
示
さ
れ
る
の
は
、
賓
の
と
こ
ろ
四・

一
三
二
と
四
・一
二
六
一
の
二
枚
だ
け
で
あ
る
。
五
年
前
で
は
歩
軍
位
の
記
載
が
普
通
に
み
ら
れ
る
か
ら
、
雨
年
の
聞
に
何
ら
か
の
饗
化
が
起
き

(
四
)

た
ら
し
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
が
、
そ
の
「
饗
化
」
の
内
容
は
い
ま
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
な
い。

そ
の
一
方
で
、

二
実
僕
丘
郡
吏
摩
頴
佃
田
二
慮
合
十
畝
・
:
(後
略
)

僕
E
の
郡
吏
一
彦
頴
の
佃
田
は
二
鹿
で
、
合
わ
せ
て
一

O
畝
あ
る
。
.

四
・四
二
四

と
い
う
よ
う
に
「
町
」
で
は
な
く
「
庭
」
の
数
が
示
さ
れ
る
ケ
l
ス
も
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
開
尾
史
郎
が
検
討
を
加
え
て
お

(
初
)

り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

「庭」

表
記
を
も
っ
蔚
の
特
徴
と
し
て
次
の
三
貼
が
奉
げ
ら
れ
る
。
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①

「
町
」
表
記
の
と
き
田
土
額
は
「
凡
」
で
導
か
れ
る
が
、

「庭
」
表
記
の
と
き
は

「合
」
で
導
か
れ
る
。
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(
幻
)

②

「
庭
」
表
記
の
荊
の
校
閲
日
は
、
嘉
禾
五
年
三
月
六
日
に
限
ら
れ
る
。

③
同
日
校
閲
分
の
到
に
お
い
て
、

校
閲
者
の
官
職
は
「
主
者
史
」
と
記
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
前
で
は
す
べ
て
「
回
戸
曹
長

で
あ
る
。

そ
の
上
で
関
尾
は
、
記
録
に
あ
た
る
吏
に
よ

っ
て
田
家
荊
の
表
記
に
は
若
干
の
ゆ
れ
が
生
じ
る
絵
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
庭
」

「合
」

「
主
者
史
」
な
ど
は
三
月
六
日
に
荊
を
作
成
し
た
吏
の
軍
な
る
書
き
癖
に
す
ぎ
ず
、「
町
」
「
庭
」
雨
者
に
本
質
的
な
相
遣
は
な
い
と
し
た
。
こ

の
開
尾
の
見
解
は
、
概
ね
正
し
い
と
認
め
ら
れ
る
。
「
概
ね
」
と
い
う
の
は
、
賓
は
例
外
が
存
在
す
る
か
ら
で
、

。。

=一H
函
正
男
子
感
餓
佃
田
二
町
合
十
畝
・

(後
略
)

函
丘
の
男
子
摩
餓
の
佃
閏
は
二
町
で
、
合
わ
せ
て

一
O
畝
あ
る
。
:・

は
「
町
」
表
記
で
あ
る
が
、
「
合
」

で
田
土
額
を
導
い
て
い
る
。
こ
れ
は
①
の
例
外
で
あ
る
。
ま
た
、

。

。

。

。

。

。

藁
口
口
丘
男
子
陳
新
佃
回
二
庭
合
十
畝
:
・

(中
略
)
・・
嘉
禾
五
年
三
月
口
日
回
戸
曹
史
越
野
張
傷
陳
通
校

口
口
丘
の
男
子
陳
新
の
佃
回
は
二
鹿
で
、
合
わ
せ
て

一
O
畝
あ
る
。
・:
嘉
禾
五
年
三
月
口
日
、
田
戸
商
日
史
の
越
野
・
張
傷
・

陳
通
が
ひ
き

四
・二
九
七

四・
五
五
六
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く
ら
べ
て
確
認
し
た
。

と
い
う
一
別
も
あ
る
。
こ
れ
は
校
閲
日
が
不
明
で
あ
る
が
、

②
を
正
し
い
と
す
る
と
「
三
月
口
日
」

の

「口
」
に
は

「六
」
が
入
る
は
ず
で
あ
る
。

す
る
と
①
と
矛
盾
す
る
。
つ
ま
り
②
と
③
と
は
、
完
全
に
は
爾
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
わ
ず
か
な
例
外
の
存
在
は
、

む
し

ろ
「
町
」
「
庭
」
の
相
濯
を
制
度
的
な
も
の
で
は
な
く
「
表
記
の
ゆ
れ
」
と
捉
え
る
こ
と
の
正
し
さ
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
細

部
に
詰
め
る
べ
き
貼
が
あ
る
に
せ
よ
、
開
尾
説
は
是
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。
よ
っ
て
、
以
下
で
は
用
例
の
匪
倒
的
に
多
い
「
町」

で
雨
者
を

一
括
す
る
こ
と
に
す
る
。

で
は
、
こ
の
「
町
」
と
は

一
躍
い
か
な
る
単
位
な
の
だ
ろ
う
か
。
龍
樹
秦
簡
に
は
、

。

盗
田
二
町
営
回
遣
三
程
者
口
口
口
口
口
口
口
図

回
二
町
を
少
な
く
申
告
し
不
富
に
耕
作
し
た
も
の
は
、
田
租
三
人
分
の
額
を
納
め
な
い
者

(
の
罪
)
に
相
富
し
、
:
・

一
一一ムハ



一
首
遺
二
町
程
者
而
口
口
口
口
口
口
口
図

一
町

(
を
少
な
く
申
告
し
不
嘗
に
耕
作
し
た
も
の
)
は
、

七

田
租
二
人
分
の
額
を
納
め
な
い
者
に
相
嘗
し
、

:
・

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
町
」
が
軍
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
中
園
文
物
研
究
所
・
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
龍
樹
秦
簡
』
の
注
緯
は、

こ
の
「
町
」
を
田
畝
の
面
積
を
計
量
す
る
皐
位
と
し
て
い
る
が
、
仮
に
国
家
前
の
「
町
」
も
面
積
の
軍
位
だ
と
す
る
と
、
町
数
は
畝
数
と
釣
麿

閥
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
結
論
か
ら
い
え
ば
、
爾
者
の
聞
に
そ
う
し
た
規
則
的
な
封
態
聞
係
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

る

実
下
伍
正
男
子
五
孫
田
六
町
凡
十
二
畝
・:
(
後
略
)

四
・
五

下
伍
正
の
男
子
五
孫
の
田
は
六
町
で
、
合
計
で
一
二
畝
あ
る
。

(
一
一
一
(
畝
)
/
六
(
町
)

H
二
(
畝
)

一
一
町
H
二
畝
)

一実
五
口
正
男
子
周
照
佃
田
二
町
凡
十
八
畝
・:
(
後
略
)

四・一

O
一
一
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五
日
丘
の
男
子
周
腐
の
佃
田
は
二
町
で
、
合
計
で
一
八
畝
あ
る
。

(
一
八
(
畝
)
/
二
(
町
)
H

九

(畝
)

二

町
H

九
畝
)

一実
上
俗
丘
男
子
朱
得
佃
田
六
町
凡
十
八
畝
:
・
(後
略
)

五
・八
O

上
俗
丘
の
男
子
朱
得
の
佃
回
は
六
町
で
、
合
計
で
一
八
畝
あ
る

0

・:

(
一
八
(
畝
)
/
六
(
町
)
H
=
一
(
畝
)

.
一
町
H

三
畝
)

右
の
諸
例
よ
り
わ
か
る
よ
う
に
、
町
教
は
畝
数
と
封
謄
し
な
い
。
と
な
る
と
爾
者
は
同
種
の
皐
位
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
米

・
布

・
銭

と
も
税
率
は
畝
草
位
で
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
畝
が
面
積
の
草
位
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
吏
民
国
家
荊
に
み
え
る

「町」

は
面
積
の
草
位
で
は
な
い
。
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一方、
・
『説
文
』
は
「
町
」
に
つ
い
て
、



640 

町
、
回
践
庭
日
町
、
仏
国
丁
聾
。

町
、
田
の
践
む
虚
を
町
と
日
ひ
、

田
に
以
ひ
丁
の
撃
。

と
い
っ
て
い
る
。
「
回
の
踏
む
虚
」
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
陛
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
段
注
は
、

玉
裁
按
、

此
践
字
疑
浅
入
所
増
。
蹟
間
車
門
前
注
目
田
慮
、
:
田
鹿
者
、
謂
入
所
回
之
慮

0

・

玉
裁
按
ず
る
に
、
此
の

「践」

字

疑
ふ
ら
く
は
浅
人
の
増
せ
る
所
な
ら
む
。
『
康
問
』
車門
前
注
「
回
庭
な
り」

と
日
ひ
、
:
回
庭
は
、
人

の
田
づ
く
る
所
の
庭
を
謂
ふ
。

と
し
、
「
践
」
を
桁
字
と
み
て
「
町
」
は
「
田
虚
」
す
な
わ
ち
耕
地
の
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
る
が
、
逆
に
こ

の

「
田
の
践
む
庭
」
と
い
う
箇

所
に
意
味
を
見
出
す
の
が
竹
添
井
井
で
あ
る
。
竹
添
は

『
左
惇
』
裏
公
二
五
年
の
「
原
防
を
町
す
」
の

「町
」
に
つ

い
て
、

町
者
、

田
之
直
域
也
。
言
治
其
昨
持
、
以
匿
分
之
。
説
文
、

田
践
庭
田
町
。
庚
韻
、

田
直
昨
玲
也
0

・
:
又
臨
也
、
直
也
。
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町
は
、

田
の
直
域
な
り
。
其
の
昨
均
を
治
め
、
以
て
之
を
直
分
す
る
を
言
ふ
。『
説
文
』
に
、
「
回
の
践
む
庭
を
町
と
日
ふ
」
と
。
『康
韻
』

に
、
「
田
の
昨
時
を
直
す
な
り
」
と
。
:・
又
た

「腕
」
な
り
、
「
匿
」
な
り
。

と
い
う

(『左
氏
合
議
』
)。

竹
添
の
考
え
る

「
町
」
と
は
、
畦
に
よ
っ
て
巨
切
ら
れ
た
田
地
の
直
重
で
あ
る
。
開
尾
史
郎
は
、
「
後
漢
建
寧
凹

0
 

[
一
七
二
年
九
月
錐
陽
左
駿
厩
官
大
奴
孫
成
買
回
券
」
に
「
買
所
名
有
蹟
徳
亭
部
羅
悶
田

一
町」

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
町
」
を

「地
段
の

。

量
詞
」
と
し
、
「
後
漢
裏
卒
五
[
一七
六
]
年
七
月
集
成
里
劉
元
蓋
買
地
券
」
に
「
買
代
夷
里
塚
地
一
庭
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
庭
」
も
同
様
の

軍
位
だ
と
す
る
が
、
こ
の
見
解
は
竹
添
の
そ
れ
と
重
な
る
。

こ
う
し
た
団
地
の
直
董
の
形
献
に
つ
い
て
は
、
『
左
停
』
の
嘗
該
箇
所
に
付
さ
れ
た
杜
注
が
参
考
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

隈
防
問
地
、
不
得
方
正
如
井
田
、
別
矯
小
頃
町
。

隈
防
の
問
地
、
方
正
し
く
し
て
井
田
の
如
く
す
る
を
得
ざ
れ
ば
、

別
に
小
頃
の
町
を
震
る
。

と
あ
り
、
正
方
形
で
な
く
井
田
を
設
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
土
地
に
作
ら
れ
る
匿
董
と
し
て
「
町
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
社
預
が
田
家
荊



の
ほ
ぼ
同
時
代
人
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
彼
の
解
担
揮
を
田
家
荊
を
理
解
す
る
た
め
の
参
考
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

田
家
荊
に
み
え
る
「
町
」
と
は
、
「
畦
に
よ
っ
て
直
切
ら
れ
た
、
と
き
に
不
定
形
の
、
団
地
の
匿
董
」
だ
と
い

ひ
ル
と
ニ
ろ

つ
ま
り
「
一
町
」
と
い
う
の
は

「
田
畑

一
枚
」
く
ら
い
の
意
味
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

「
一
町
」
が
「
一
慮
」
と
同
義
だ

う
こ
と
に
な
る
。

と
す
る
先
の
仮
定
と
も
一
致
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
町
」
と
は
田
畑
の
枚
数
を
数
え
る
数
調
な
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
上
述
の
ご
と
く
、
国
家
荊
に
は

「町
」
に
よ

っ
て
示
さ
れ
た
田
畑
の
枚
数
と
併
せ
て
、

国
土
の
線
面
積
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
そ
の
こ
つ

の
デ
l
タ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
田
家
粛
に
記
さ
れ
た
一

人
び
と
り
の
人
物
に
つ
き、

そ
の
耕
作
す
る
田
畑
が
一
枚
あ
た
り
お
よ
そ
ど
れ
く
ら
い
の
面
積
で
あ
っ
た
の
か
を
算
出
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
地

遁
な
計
算
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、

国
家
前
に
み
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
丘
に
贋
が
る
田
園
風
景
の
大
ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。
試
み
ま
で
に
、
節
を
改
め
た
上
で
、
こ
の
橡
想
を
賓
行
に
移
し
て
み
よ
う
。

第
三
節

一
町
あ
た
り
畝
敷
の
検
討

- 41ー

こ
れ
か
ら
行
う
作
業
は
、
具
程
的
に
い
う
と
、
個
々
の
国
家
蔚
に
示
さ
れ
た
畝
数
を
町
教
で
除
す
も
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
以
下
の
四
つ
の

原
則
に
従
っ
た。

(
お
)

①

『
嘉
禾
吏
民
田
{
杢
別
』
で
年
度
不
明
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
記
載
上
の
特
徴
に
よ
っ
て
年
度
が
判
明
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
嘗

該
年
度
分
に
繰
り
入
れ
て
計
算
す
る
こ
と
と
す
る
。

②
田
家
荊
に
は
、
し
ば
し
ば
記
載
ミ
ス

・
計
算
ミ
ス
が
存
在
す
る
。
い
ま
行
お
う
と
す
る
作
業
に
関
連
す
る
も
の
で
は
、
常
限
田
と
鈴
力
団

の
合
計
が
抽
総
面
積
と
合
わ
な
い
と
か
、
税
額
か
ら
逆
算
し
た
回
土
額
と
も
と
も
と
記
載
さ
れ
て
い
る
そ
れ
と
が
一
致
し
な
か
っ
た
り
す
る
と

か
い
っ
た
ケ
l
ス
が
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
検
算
の
過
程
で
錯
誤
の
理
由
が
合
理
的
か
つ
容
易
に
説
明
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
園
版

641 

も
参
考
に
し
な
が
ら
す
べ
て
訂
正
し
、
以
下
の
作
業
に
お
い
て
は
訂
正
後
の
数
値
を
利
用
し
た
。
が
、

錯
誤
の
理
由
が
不
明
確
で
、
園
版
も
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判
請
が
困
難
で
あ
り
訂
正
不
能
な
も
の
に
つ

い
て
は
、
手
を
つ
け
ず
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
た
だ
し
賓
際
に
は
、
そ
う
し
た
例
は
ほ
ん
の
一

部

に
す
ぎ
な
い
。

③
田
土
額
の
部
分
が
紋
損
し
て
判
讃
で
き
な
い
場
合
、
税
額
か
ら
逆
算
が
可
能
で
あ
れ
ば
、

④
町
数

・
畝
敷
の
い
ず
れ
か

一
方
し
か
判
明
し
な
い
前
は
、
検
討
針
象
か
ら
除
外
し
た
。

回
土
額
を
求
め
て
検
討
封
象
に
加
え
た
。

本
来
な
ら
ば
、
個
々
の
苅
に
つ
い
て
行
っ
た
訂
正
な
ら
び
に
計
算
結
果
を
逐
一
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

い
ま
し
が
た
遮
べ
た
よ

う
な
係
件
を
つ
け
て
も
サ
ン
プ
ル
数
は

一
七

O
Oを
超
え
る
の
で
あ

っ
て
、
限
ら
れ
た
紙
幅
の
中
で
作
業
の
全
貌
を
示
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
よ

っ
て
本
稿
に
お
い
て
は
、
個
々
の
到
の
記
述
の
細
部
に
立
ち
入
る
こ
と
は
避
け
、
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
デ
l
タ
に
基
づ
い
て
、
要
黙

(
お
)

だ
け
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。
ま
た
、
嘉
禾
四
年
前
と
五
年
荊
と
で
は
記
載
封
象
が
ほ
と
ん
ど
重
な
ら
な
い
こ
と
に

鑑
み
て
、
デ

l
タ
の
分
析
は
基
本
的
に
年
度
ご
と
に
分
け
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

戸、

一
) 

嘉
禾
四
年
前
に

つ
い
て

- 42一

嘉
禾
四
年
前

(サ
ン
プ
ル
数
六

一
九
)
を
も
と
に
統
計
を
と

っ
た
結
果
、
以
下
の
よ
う
な
数
値
が
得
ら
れ
た
。

①
町
数
の
卒
均
:・

一
0
・
五
町

②
畝
数
の
平
均
:
・
三
八
・
六
畝

③
一

町
あ
た
り
畝
数
の
平
均
六
・
一
四
畝

(
H
約
三
0
・六
ア
l
一均一

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、

③
に
①
を
乗
じ
て
も
②
と
は

一
致
し
な
い
。
こ
れ
は
、
別
に
よ
っ
て

一
町
あ
た
り
の
畝
数
に
相
嘗
の
偏
り
が
あ

る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
ば
ら
つ
き
を
可
覗
的
に
確
認
す
る
た
め
、
苅
ご
と
の

一
町
あ
た
り
畝
数
を
示
し
た
の
が

(

明
日
)

町
あ
た
り
畝
数
、
横
軸
が
サ
ン
プ
ル
の
番
競
に
あ
た
る
。
具
韓
的
な
数
値
は
グ
ラ
フ
で
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
最
小
で

0
・七
畝

(四
・
一
四
四
)、

{
グ
ラ
フ
1
}
で
、
縦
軸
が

最
大
で
四
五
・

O
畝

(凹
・五
七
四
)
と
、
ぱ
ら
つ
き
は
相
嘗
に
甚
だ
し
い
。
逆
に
言
、っ
と
、
ひ
と
く
ち
に
「
町
」
と
い

っ
て
も
内
容
に
は
こ
れ
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20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

だ
け
の
遣
い
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
町
」
が
田
地
の
数
詞
で
あ
る
こ
と
が

600 

こ
の
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
グ
ラ
フ
を
見
る
と
、
卒
均

値
の
六
・
一
四
畝
は
ば
ら
つ
き
の
中
央
で
は
な
く
、
結
の
多
く
は
平
均
値
よ
り

500 

も
下
に
集
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
ぱ
ら
つ
き
の
中
央

(
ぬ
)

五・

O
畝
と
な

っ
た
。

を
知
る
た
め
に
メ
ジ
ア
ン
(
中
央
値
)
を
求
め
る
と
、

以
上
か
ら
四
年
苅
全
程
の
大
ま
か
な
傾
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ

400 

は
あ
く
ま
で
も
全
躍
の
統
計
で
あ
る
か
ら
、
地
域
差
は
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
丘
と
い
う
存
在
に
着
目
し
て
、
丘
ご
と
に
デ
l
タ
を
ま
と
め
直
す

と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
か
。

- 43一

300 

サ
ン
プ
ル
数
が
少
な
す
ぎ
る
と
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
、
前
が
六
枚

(四
年

蔚
全
恒
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
)
以
上
あ
る
正
に
限
っ
て
整
理
し
た
結
果
が

【表

1
】

200 

で
あ
る
。
う
ち

「占
有
率
」
と
は
、
「

一
町
あ
た
り
畝
数
が
そ
の
年
の
荊
全
龍

の
メ
ジ
ア
ン
を
下
回
る
蔚
が
そ
の
正
の
苅
全
程
に
占
め
る
割
合
」
を
指
す
。
四

年
荊
で
い
え
ば
、
全
程
の
一
町
あ
た
り
畝
数
の
メ
ジ
ア
ン
は
先
述
の
ご
と
く

100 

五
・
O
畝
で
あ
る
か
ら
、

一
町
あ
た
り
畝
数
が
そ
の
五
・
O
畝
を
下
回
る
荊
が
そ

の
丘
に
属
す
る
蔚
の
な
か
で
ど
れ
く
ら
い
の
割
合
あ
る
か
が
、
こ
の
占
有
率
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
占
有
率
が
高
い
丘
に
は
相
針
的
に

み
て
狭
い
田
畑
が
、
占
有
傘
が
低
い
丘
に
は
贋
い
田
畑
が
、
そ
れ
ぞ
れ
多
く
み

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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[表11
丘 名 町数平均 畝数平均 畝数/町政 占有率(%)

下伍丘 11.5 35.0 3.12 87.0 
上絞丘 6.1 38.6 6.99 12.5 
己酉丘 3.0 37.5 14.38 9.1 
小赤丘 5.5 45.2 9.11 8.7 
夫丘 25.5 51.3 3.53 84.6 
五唐丘 5.7 26.8 7.74 21.1 
中陰丘 14.9 48.9 3.42 82.4 
公国丘 2.1 19.0 9.76 12.5 
卒支丘 7.1 23.3 3.93 84.6 
平時丘 4.2 33.7 10.14 13.0 
石下丘 9.9 41.1 6.11 65.2 
利丘 21.2 59.1 3.47 81.0 
何丘 23.4 63.6 3.12 77.8 
仔丘 10.7 41.7 5.09 70.0 
東妓丘 4.6 30.7 6.87 14.3 
桐唐丘 2.6 19.3 7.33 25.0 
郭渚丘 5.0 30.6 7.55 9.4 
頃丘 15.1 32.8 2.94 100.0 
直丘 23.6 51.3 2.92 87.5 
梨下丘 3.2 31.6 11.46 0.0 
湛上丘 7.6 60.7 8.09 14.3 
湛龍丘 4.6 32.1 7.94 20.0 
議丘 45.4 84.5 2.03 100.0 
緒中丘 4.3 28.9 7.26 25.9 
$Y里丘 28.7 58.6 3.71 89.5 
撲丘 9.9 68.0 11.60 0.0 
4年前全程* 6.0 30.0 5.00 49.4 

そ
の
上
で

{表
1
}
を
み
る
と
、
占
有
率

が
正
ご
と
に
著
し
く
偏

っ
て
い
る
こ
と
が
了

解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
占
有
率
が
二
五
・九

(劉
里
丘
)
l
六
五
・
二
(
石
下
丘
)
の
聞
の

値
を
も
っ
正
は
存
在
せ
ず

ど
の
丘
に
つ
い

て
も
全
慢
の
七
割
程
度
か
そ
れ
以
上
は
、

町
あ
た
り
畝
数
が
四
年
荊
全
躍
の
メ
ジ
ア
ン

を
上
回
る
も
し
く
は
下
回
る
蔚
が
占
め
て
い

る
の
で
あ
る
。

- 44一

た
だ
言
葉
で
説
明
す
る
だ
け
で
は
わ
か
り

*平均値ではなくメジアンを示す。

に
く
い
の
で
、

例
を
翠
げ
て
確
認
し
よ
う
。

例
え
ば
下
伍
丘
に
は
、
町
数

・
畝
数
が
判
明

す
る
分
だ
け
で
二
三
枚
の
荊
が
あ
る

(
{表

2
}
)。
う
ち

一
町
あ
た
り
畝
数
が
四
年
荊
の

メ
ジ
ア

ン
五
・
O
畝
を
越
え
て
い
る
の
は

ゴ
シ

ッ
ク
躍
で
示
し
た
四
・九、

四
・
一
一一
、

四
・
二
九
の
三
つ
だ
け
で
、
下
伍
丘
全
健
の

平
均
は
三
・
一
二
畝
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ

う
に
田
畑
一
枚
あ
た
り
の
面
積
が
狭
い
丘
と
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[表2J 
簡番競 E名 身分 名前 町数 線面積(畝) 畝数/町数 備考

4.5 下伍丘 男子 五孫 6 12.0 2.00 
4・6 下伍丘 男子 五常 l 3.0 3.00 
4.7 下伍丘 男子 五将 7 30.0 4.29 
4.8 下伍丘 男子 文口 2 8.0 4.00 
4・9 下伍丘 郡吏 周柏 32 164.0 5.13 
4'10 下伍丘 男子 胡純 8 21.0 2.63 
4，12 下伍丘 男子 胡諸 12 61.0 5.08 
4.14 下伍丘 男子 勇羊 12 24.0 2.00 
4'15 下伍正 男子 勇't告 2 8.0 4.00 

4 '16 下伍丘 郡吏 逢果 12 20.0 1.67 
4'17 下伍丘 男子 i主陵 10 34.0 3.40 
4.18 下伍丘 男子 啓絞 16 30.0 1.88 
4.19 下伍丘 軍吏 黄7C 10 21. 0 2.10 
4・20 下伍丘 州卒 匡張 20 51.0 2.55 
4.21 下伍丘 将吏 張傷 25 87.0 3.48 絶、面積，原文は57畝
4.22 下伍丘 男子 張設 3 14.0 4.67 
4・23 下伍丘 男子 費三嚢 10 15.0 1.50 
4・24 下伍丘 郡吏 !琴裕 20 46.0 2.30 
4'25 下伍丘 男子 祭{惑 11 22.0 2.00 
4'26 下伍丘 (不明)察嬰 12 38.0 3.17 
4.27 下伍丘 男子 霊s角 21 67.0 3.19 
4.28 下伍丘 州吏 巌追 10 10.0 1.00 
4.29 下伍丘 男子 謝黄 3 20.0 6.67 

平均値 11.5 35.0 3.12 
占有率 87.0 

し
て
は
、

ほ
か
に
夫
丘

・
中
陰
丘

・
卒
支
丘

・
石
下

丘

・
利
正
・
何
丘

・
仔
丘

・
頃
丘
・
直
正

・
噴
丘

・
劉

里
丘
が
奉
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
{
表
1
】
で
は
斜
程

に
し
て
示
し
た
。

逆
に
公
団
丘
(
【表
3
】)
で
は
、
線
面
積
の
平
均
こ

そ
一
九
・

O
畝
と
小
さ
い
も
の
の
、

一
町
あ
た
り
の
畝

数
の
平
均
は
九
・
七
六
畝
に
も
達
す
る
。
こ
の
正
に
属

す
る
八
名
の
う
ち

四
年
荊
の
メ
ジ
ア
ン
を
下
回
る
も

の
は
ゴ
シ
ッ
ク
瞳
の
四
・
二
二
九
(
三
・
五
畝
)
の
み
に

- 45一

限
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
田
畑
一
枚
が
贋
い
丘
に
は
、

上
妓
丘
・
己
酉
正
・
小
赤
丘

・
五
唐
正
・
平
時
丘
・
東

妓
丘
・
桐
唐
E
・
郭
渚
丘

・
梨
下
丘

・
湛
上
正

・
湛
龍

丘
・
緒
中
丘
・
撲

E
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は

【表
1
】
に

お
い
て
ゴ
シ
ッ
ク
韓
で
示
し
て
あ
る
。

」
う
し
た
占
有
率
の
偏
り
は
興
味
深
い
現
象
で
、
ま

さ
に
田
畑
の
分
布
状
況
の
差
異
を
窺
い
知
る
た
め
の
格

好
の
材
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が

そ
れ
に
つ
い
て

の
議
論
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、

五
年
到
の
検
討
結
果
に
つ

い
て
先
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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l表 3]

簡番披 丘名 身分 名前 町数 穂市i積(畝) 畝数11町政

4.131 公回丘 男子 文碩 I 10.0 10.0 
4.133 公団丘 男子 利高 2 19.0 9.50 
4.134 公団丘 男子 胡罷 15.0 15.00 
4・135 公団丘 大女 唐安 12.0 12.00 
4.136 公団丘 男子 孫職 4 29.0 7.25 
4・137 公団丘 男子 張如 l 11.0 11.00 
4.138 公団丘 男子 番口 5 49.0 9.80 
4.139 公団丘 男子 謝口 2 7.0 3.50 

平均値 2.1 19.0 9.76 
占有率 !LU_一一ー

f、

一、~

嘉
禾
五
年
前
に
つ
い
て

嘉
禾
五
年
前

(サ
ン
プ
ル
敬

一
O
八
三
)
か
ら
は
、
左
の
よ
う
な
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

①
町
数
の
平
均
:

二
一
・四
町

②
畝
数
の
平
均
:
二
八
・七
畝

③
一

町
あ
た
り
畝
数
の
平
均
:
・二
・八
六
畝

(
H
約

一
四
・二
ア
ー
ル
)

(
却
)

一
町
あ
た
り
畝
数
の
メ
ジ
ア
ン
は
二
・五
畝
で
、
四
年
前
の
中
十
分
に
す
、ぎ
な
い
。

(
剖
)

四
年
前
と
同
様
に
六
枚
以
上
の
到
が
あ
る
丘
に

つ
い
て
デ
ー
タ
の
整
理
を
行
っ
た

【表
4
}
は、

も
の
で
あ
る
が
、

四
年
前
で
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
よ
う
な
占
有
率
の
偏
り
が
小
さ
い
丘
が
存
在
し
て

- 46-

い
る
。
と
は
い
え
、
占
有
率
の
平
均
値
附
近
に
多
く
の
丘
が
集
中
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
む
し

ろ
ば
ら
つ
き
は
均
等
で
、
占
有
率
の
高
い

(六
O
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
上
の
)
丘
と
低
い

(凹
O
パ
l
セ
ン

卜
未
満
の
)
丘
と
が
そ
れ
ぞ
れ
全
健
の
四
割
を
占
め
る
に
至

っ
て
い

る
。
五
年
苅
に
お
い

て
も

一
町

あ
た
り
畝
数
は
は
丘
ご
と
に
偏

っ
て
い
る
と
み
る
の
が
安
首
で
あ
ろ
う
。

E
名
を
列
記
す
る
と
、

A
-
田
畑

一
枚
が
相
針
的
に
狭
い
丘

下
伍
丘
・
夫
丘

・
平
支
丘

・
平
陽
丘

・
石
下
丘

・
伍
枇
丘

・
利
丘

・
松
田
丘
・
杷
丘
・
於
上

丘

・
函
丘

・
侠

E
・
栗
丘

・
租
下
丘

・
直
丘

・
詮
丘

・
冠
丘

・
新
成
丘
・
僕
丘
・
劉
里
丘

・
潰

丘
・
鵡
丘

B
・
田
畑

一
枚
が
相
封
的
に
蹟
い
丘

三
川
丘

・
下
和
丘

・
下
俗
丘

・
上
和
丘
・
上
高
丘

・
上
俗

E
・
平
山
楽
丘
・
弦
丘

・
南
彊
丘

・
夜



[表41
丘 名 町蚊平均 畝数平均 畝敏/町数 占有率(%)

一州丘 6.1 22.7 4.08 0.0 
下伍丘 10.1 20.3 2.01 75.0 

下和丘 9.5 38.2 4.19 16.7 
下俗丘 9.8 28.5 2.77 36.4 
上和丘 11.0 32.6 3.08 37.5 
上笈丘 7.4 23.8 3.58 31.6 
上俗丘 8.3 33.3 3.88 10.0 
夫丘 22.4 32.5 1.65 100.0 
卒支丘 10.3 22.8 2.46 66.7 
卒陽丘 7.9 13.8 1.77 100.0 
卒型軽丘 7.1 27.8 4.49 7.3 
石下丘 10.5 21.2 2.22 72.3 
伍量土丘 17.7 31.8 1.91 90.0 

秋停丘 7.8 22.2 2.73 53.8 
皐丘 11. 4 27.8 3.35 50.0 
里中丘 3.0 8.7 3.69 44.4 
利丘 29.5 46.1 1.67 87.5 
何丘 15.4 33.3 2.79 44.4 
武髄丘 16.6 41. 4 2.48 57.1 
林海丘 13.4 37.2 3.03 40.7 
松田丘 10.3 22.7 2.22 65.4 
;fEJi 14.8 23.6 1.80 91.7 
於上丘 10.9 22.1 2.14 100.0 
弦丘 6.2 22.0 3.86 2.4 
E量丘 12.0 28.0 2.28 75.0 
南彊丘 4.0 16.7 3.74 36.4 
lt丘 10.6 30.4 2.78 35.7 
侠丘 11.9 23.0 1.82 77.8 
度丘 12.0 33.3 2.75 32.0 
桐丘 10.7 26.8 2.56 50.0 
栗丘 16.7 26.3 1.77 90.0 
程下丘 10.4 22.2 1.83 88.9 
逢唐丘 5.9 21.4 4.06 0.0 
豆丘 15.9 33.0 2.18 75.0 
常略丘 14.9 32.2 3.61 36.4 
略丘 7.3 26.2 2.86 42.9 
栓丘 14.2 36.5 2.47 50.0 
主主丘 15.1 22.7 1.45 90.0 
霊童丘 5.8 14.9 2.73 77.8 
格i下丘 11.9 34.9 3.27 44.4 
湖回丘 7.9 25.8 3.58 27.3 
温丘 6.3 15.0 2.40 57.9 
楊J豊丘 5.8 24.5 3.93 20.0 
夢丘 4.8 16.2 3.88 10.0 
新成丘 27.0 47.6 1.65 85.7 
廉丘 13.5 38.6 2.89 28.6 
僕丘 13.6 25.2 2.70 66.7 
輩丘 10.4 26.2 2.49 60.0 
携丘 9.9 21.9 2.71 10.0 
遁丘 10.2 28.6 2.76 33.3 
量再呈丘 27.9 36.6 1.81 88.9 
t輩丘 20.9 41.4 1.78 87.5 
弾演丘 5.7 18.5 3.43 10.5 
繭丘 11.8 36.4 3.05 30.8 
粛丘 6.2 19.7 3.75 38.5 
高富丘 10.0 29.2 2.56 63.6 

5年荊全慢 8.0 21.5 2.50 48.7 

- 47一

丘

・
度
丘
・
逢
唐
丘
・
常
略
丘
・
湖
回
丘
・
楊
没
丘
・

夢

E
・
廉
丘
・

携
丘

・
逗
丘

・
弾
漫
丘
・

龍
正

・
酎
丘

c
・
田
畑
の
面
積
に
偏
り
が
な
い
か
、
あ
っ
て
も
偏
り
が
小
さ
い

E

扶
仔
丘
・
日
午
正
・
里
中
丘
・
何
E
・
武
龍
正
・
林
漫
丘
・
桐
正
・
略
正
・
喰
E
・
格
下
丘
・
温
丘
・

童
丘

と
な
る
。

占
有
率
の
偏
り
が
四
年
前
の
み
な
ら
ず
五
年
前
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
い
よ
い
よ
重

647 

要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
次
節
で
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く
。
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第
四
節

丘
ご
と
の
開
設
状
況
か
ら
み
た
丘
の
性
格

前
節
の
検
討
結
果
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
は
、
正
ご
と
に
狭
い
田
畑
あ
る
い
は
庚
い
田
畑
が
集
中
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

き
わ
め
て
一
般
的
に
言
う
て
、
あ
る
一
定
の
地
域
に
お
け
る
田
畑

一
枚
あ
た
り
の
面
積
が
大
き
い
と
き
、
そ
の
地
域
は
相
釣
的
に
庚
い
耕
地

が
得
や
す
い
地
形
の
も
と
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
田
畑
一
枚
あ
た
り
の
面
積
が
小
さ
い
場
合
、
そ
の
地
域
は
地
形

・
地
質
的
に

入
り
組
ん
で
い
る
た
め
に
土
地
の
利
用
方
法
が
限
定
さ
れ
、
耕
地
を
一
カ
所
に
贋
く
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
所
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の

一
般
論
が
嘗
て
は
ま
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
、
丘
ご
と
の
町
数
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
{表
1
}
【表
4
}
を
み
る
と
、
占
有
率

の
高
い
丘
は
平
均
町
数
が
多
く
、
低
い
丘
は
少
な
い
こ
と
を
看
取
し
う
る
が
、

こ
れ
を
具
躍
的
に
数
字
に
す
る
と
、
四
年
前
に
お
い

て
占
有
率

い
丘
で
は
八
・六
に
と
ど
ま

っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら、

五
年
前
で
も
高
い
正
は
一
五
・
一
に
達
す
る
が
、
低

田
畑

一
枚
あ
た
り
の
面
積
が
小
さ
い
丘
で
は
町
数
が
多
く
な
る
、

つ
ま
り
一
戸
が
耕
作
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が
高
い
丘
の
平
均
町
数
は
一
九
・
七
で
あ
る
の
に
封
し
、
低
い
丘
で
は
四
・九
し
か
な
く
、

す
る
田
畑
が
細
分
化
な
い
し
散
在
す
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
丘
ご
と
の
地
形
の
傾
向
に
ま
で
検
討
が
及
ん
で
は
じ
め
て
、
長
沙
一
帯
の
地
形
や
丘
名
を
考
慮
す
る
こ
と
が
意
味
を
も

っ
て
く

る
だ
ろ
う
。
ま
ず
い
え
る
こ
と
は
、

田
{
杢
別
に
記
さ
れ
た
地
域
に
は
王
素
ら
の
説
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
ほ
ど
丘
陵
地
が
ま
ん
べ
ん
な
く
存
在

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
平
坦
な
土
地
も
康
範
に
存
在
し
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
黙
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

田
畑
が
慶
い
丘
と
狭
い
丘
と

が
併
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の

E
が
丘
陵
に
位
置
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
推
し
は
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
丘
の
名
稽
に
も

田
畑
の
贋
い
丘
の
う
ち
に
は
、
郭
渚
丘

・
湛
上
丘

・
湛
龍
丘

・
湖
田
丘
な
ど
「
水
ぎ
わ
を
園

っ
た
」
「
(水
を
)
湛

え
た
」
「
湖
の
田
」
と
い
っ
た
名
稽
が
存
在
し
て
い
局
戸
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
低
濃
な
土
地
に
一
枚
あ
た
り
の
面
積
が
比
較
的
贋
い
田
畑
が
昔

そ
の
こ
と
は
表
れ
て
お
り
、

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
よ
う
。
の
み
な
ら
ず
、

そ
う
し
た
丘
は
国
家
荊
の
中
に
比
較
的
高
い
割
合
で
出
現
す
る
か
ら
、
低
濃
な

(す
ベ

て
が
そ
う
で
あ
る
と
は
一
言
わ
ぬ
ま
で
も
、
と
に
か
く
平
坦
な
)
土
地
に
も
耕
地
が
贋
が
っ
て

い
た
と
い
う
仮
説
は
、

そ
れ
な
り
に
蓋
然
性
が
高
い
も



(
お
)

の
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
狭
い
耕
地
が
散
在
す
る
正
も
、
同
じ
く
ら
い
高
い
比
率
で
出
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
耕
地
の
散
在
と
は
、

全
部
を
平
均

し
て
し
ま
う
と
そ
れ
ほ
ど
極
端
な
数
字
に
は
な
ら
な
い
が
、
甚
だ
し
い
も
の
で
は
九

O
枚

(
四
・
四
一
四
)
と
か

一
三

O
枚

(
五
・三
O
九
)
に
も

達
す
る
ほ
ど
の
、
癒
着
な
分
散
化
が
認
め
ら
れ
る
。

一
町
あ
た
り
畝
数
も
一
畝
前
後
な
い
し
そ
れ
以
下
の
事
例
は
か
な
り
多
く
、

最
小
で
は
賓

に
0
・
二
一
畝

(五
・
七
九
九
)
に
も
な
る
。

こ
う
な
る
と
、
そ
れ
が
平
坦
地
で
あ
る
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
ず
、
棚
田
と
み
る
の
が
も
っ
と
も

(
泊
)

自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
正
が
し
ば
し
ば
出
現
す
る
こ
と
は
、
嘗
時
、
傾
斜
地
の
開
護
も
そ
れ
な
り
に
進
展
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る

と
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
れ
も
一
般
論
で
あ
る
が
、
耕
地
を
あ
る
程
度
虞
く
と
り
や
す
い
相
釘
的
に
低
い
土
地
(
と
い

っ
て
も
平
野
部
で
は
な
く
、
水
の
得
や
す

い
谷
口
や
山
麓
部
・
小
湖
沼
な
ど
で
は
あ
ろ
う
が
)
の
開
護
の
ほ
う
が
基
本
的
に
は
先
行
し
、
傾
斜
地
の
開
殻
は
相
釘
的
に
遅
れ
て
は
じ
ま
る
は
ず

で
あ
る
。
と
す
る
と
、

田
畑
が
庚
い
丘
と
い
う
の
は
古
く
か
ら
開
け
た
土
地
、
狭
い
丘
と
い
う
の
は
あ
と
か
ら
聞
か
れ
た
土
地
と
い
う
こ
と
に
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な
る
だ
ろ
う
。
田
畑
の
狭
い
丘
に
「
新
成
正
」
な
ど
と
い
う
名
稽
が
存
在
す
る
の
も
、
傾
斜
地
の
ほ
う
が
開
震
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
と
開
係
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
贋
い
田
畑
を
も
っ

E
は
よ
り
古
く
か
ら
存
在
し
、
そ
の
名
稽
も
歴
史
的
に
古
い
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、
丘
の
名
づ
け
の
方
法
で
あ
る
。
第

一
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
小
嶋
茂
稔
は
丘
の
名
稽
の
人
鴬
性
を
問
題
と
し
た
際

に
「
同
じ
文
字
を
そ
の
名
の
う
ち
に
も
つ
丘
の
グ
ル
ー
プ
」
の
存
在
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
が
小
嶋
の
解
穫
す
る
よ
う
に
既
存
の
地
域
を
人
魚

的
に
再
直
分
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
同
じ
文
字
を
も
っ
正
の
グ
ル
ー
プ
は
、
相
針
的
に
み
て
古
く
開
設
が
進
ん
だ
、
す
な
わ
ち
田
畑
の
庚
い

ほ
う
に
よ
り
多
く
出
現
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
賓
際
、
前
節
で
列
記
し
た
丘
の
名
稽
を
通
観
す
る
と
、
そ
う
し
た
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

四
年
前
で
は

[
上
妓
丘
・
東
妓
丘
]

[
湛
上

E
・
湛
龍
丘
]
、
五
年
荊
で
は

[
下
和
丘

・
上
和
丘
]
[
下
俗
丘
・
上
俗
正
]

[接

E
・
上
夜
正
]

649 

[
楊
漁
丘
・
弾
漫
丘
]
が
同
じ
文
字
を
も
っ
丘
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
奉
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
田
畑
の
贋
い
丘
と
狭
い
丘
と
に
ま
た
が

っ
て
出
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現
す
る
こ
と
は
な
い
し
、

の
み
な
ら
ず
そ
の
す
べ
て
が
、

田
畑
の
庚
い
丘
な
の
で
あ
る
。
同
じ
文
字
を
も
っ
正
の
グ
ル
ー
プ
が
地
形
的
に
類
似

一
方
で
は
丘
の
設
置
に
あ
た
っ
て
既
存
の
地
名
に
方
向
・
方
角
を
付
け
加
え
る
形
で
地
域
の
再
巨
分
が
な
さ
れ
た
と
い

う
小
嶋
の
仮
説
を
裏
づ
け
る
し
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
田
畑
の
贋
い
丘
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
低
地
か
ら
先
に
耕
地
が
開
け
て
い

っ
た
は
ず

す
る
と
い
う
こ
と
は

だ
と
い
う
先
の
仮
定
の
傍
誼
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

同
じ
こ
と
を
、
さ
ら
に
異
な
っ
た
角
度
か
ら
み
て
み
よ
う
。
閥
尾
史
郎
が
丘
の
性
格
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
分
析
釘
象
と
し
た
「
里
名
と

丘
名
の

一
致

・
不
一
致
」
が
、
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
。
里
制
が
漢
代
の
制
度
で
あ

っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、

小
型
竹
筒
に
里
名
と
し
て
あ

ら
わ
れ
る
も
の
も
、
比
較
的
古
く
か
ら
開
け
て
い
た
土
地
の
地
名
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、

国
家
荊
の
丘
名
と
小
型
竹
筒
の
里
名
と
が
共
通
す

る
例
と
し
て
閥
尾
が
奉
げ
る
一

O
例

(東
丘

・
霊
丘

・
度
丘
・

東
妓
丘

・
湛
龍
丘
・
梨
下
正
・

卒
築
丘
・
卒
陽
丘
・

五
唐
丘

・
劉
里
丘
)
中
、

サ
ン
プ
ル

数
不
足
の
東
丘
・
蓋

E
・
五
庸
丘
を
除
い
た
残
り
七
つ
の
正
の
う
ち
五
つ

(度
丘

・
東
紋
丘

・
湛
龍
丘

・
梨
下
丘

・
平
楽
丘
)
ま
で
が
、

田
畑
の
庚
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い
丘
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
文
字
を
も
っ
丘
の
グ
ル
ー
プ
の
地
形
候
件
は
類
似
す
る
と
い
う
先
の
結
論
か
ら
い
け
ば
、

五
唐
丘
は
逢
唐
丘
と

同
じ
く
田
畑
の
康
い
丘
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
か
ら
、
こ
れ
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
て
み
る
と
、
平
陽
丘
と
劉
里
丘
だ
け
が
田
畑
の

狭
い
丘
に
屈
し
て
は
い
る
も
の
の
、
全
髄
的
傾
向
と
し
て
は
、

田
畑
が
蹟
い
丘
の
名
mm
の
ほ
う
が
里
名
と
封
感
し
や
す
い
と
い

っ
て
差
し
支
え

な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

田
畑
の
庚
い
丘
の
ほ
う
が
古
い
地
名
と
よ
り
親
和
性
が
高
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

以
上
述
べ
た

E
の
名
稀
と
間
接
状
況
の
関
係
に
つ
い
て
ま
と
め
れ
ば
、
古
く
か
ら
人
が
集
佐
し
て
耕
地
が
開
か
れ
里
が
お
か
れ
て
い
た
よ
う

な
地
域
は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
理
由
で
丘
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
際
、
古
く
か
ら
あ
る
里
名
に
封
摩
す
る
丘
名
が
つ
け
ら
れ
た
が
、
そ
う

で
は
な
い
新
た
に
開
墾
さ
れ
た
よ
う
な
土
地
に
は
、
里
名
と
必
ず
し
も
針
懸
し
な
い
人
魚
的
な
名
前
が

つ
け
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な

る
。
右
は
あ
く
ま
で
も
憶
測
だ
が
、
仮
に
こ
れ
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
里
名
と

E
名
の
釘
謄

・
非
釘
躍
の
問
題
、
な
ら
び
に
人
魚
的
な
名
目
栴

の
丘
が
多
数
み
え
る
問
題
は
、
里
と
丘
と
を

一
律
に
結
び
つ
け
た
り
切
り
離
し
た
り
、
丘
名
の
作
篤
性
に
注
目
し
た
り
す
る
だ
け
で
は
解
決
せ

ず
、
開
設
状
況
と
関
連
さ
せ
て
理
解
し
た
ほ
う
が
解
務
が
容
易
に
な
る
ら
し
い
こ
と
が
判
明
す
る
。



す
る
と
、
あ
る
い
は
こ
う
い
う
考
え
か
た
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
古
く
か
ら
開
け
た
地
域
は
、
そ
れ
が
複
数
の

E
に
再
直
分
さ
れ
た
に
せ

ょ
、
人
矯
性
が
介
在
す
る
の
は
そ
の
直
分
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
住
む
人
々
や
彼
ら
が
擦
る
と
こ
ろ
の
枇
曾
組
織
に
釘
し
て
は
、

(
お
)

そ
れ
ほ
ど
の
干
渉
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
こ
で
考
え
て
お
き
た
い
の
が
、
課
税
面
で
優
遇
さ
れ
る
復
民
お
よ
び
士
に
つ
い
て
で
あ

る。
復
民
・
士
は
と
も
に
四
年
荊
の
み
に
み
え
、
前
者
は
己
酉

E
に
、
後
者
は
撲
丘
に
限

っ
て
現
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

ニ
実
己
酉
丘
復
民
梅
組
佃
田
三
町
凡
品
川
一
畝
皆
二
年
常
限
其
品
川
六
畝
日
干
田
畝
牧
布
六
寸
六
分
定
枚
五
畝
畝
牧
米
五
斗
八
升
六
合
矯
米
三
斜
七

升
六
合
畝
牧
布
二
尺
其
米
三
斜
七
升
六
合
四
年
十
二
月
口
日
付
倉
吏
李
金
凡
篤
布
三
丈
三
尺
七
寸
六
分
五
年
二
月
二
日
付
庫
吏
潜
有
其
日干

回
畝
銭
品
川
七
其
熱
田
畝
枚
銭
七
十
九
矯
銭
一
千
三
百
九
十
二
銭
五
年
二
月
廿
日
付
庫
吏
番
有
嘉
禾
五
年
三
月
十
日
田
戸
曹
史
越
野
張
傷
陳

通
校

四
・
四
五
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己
酉
丘
の
復
民
梅
組
の
佃
田
は
三
町
で
、
合
計
で
四
一
畝
あ
り
、
皆
二
年
常
限
で
あ
る
。
そ
の
三
六
畝
は
皐
田
で
あ
る
の
で
、
畝
ご
と
に

布
六
寸
六
分
を
牧
め
る
。
定
牧
は
五
畝
あ
り
、
畝
ご
と
に
米
五
斗
八
升
六
合
を
牧
め
る
と
、
米
三
斜
七
升
六
合
に
な
る
。
畝
ご
と
に
布
二

尺
を
収
め
る
。
そ
の
米
三
斜
七
升
六
合
は
、

四
年
一
二
月
口
日
に
倉
吏
の
李
金
に
手
渡
し
た
。
合
計
で
布
三
丈
三
尺
七
寸
六
分
に
な
り、

五
年
二
月
二
日
に
庫
吏
の
潜
有
に
手
渡
し
た
。
そ
の
皐
田
は
畝
ご
と
に
銭
三
七
を
収
め
、
そ
の
熱
田
は
畝
ご
と
に
銭
七

O
を
牧
め
る
。

合

計
で
銭
二
二
九
二
銭
に
な
り
、

五
年
二
月
二

O
日
に
庫
吏
の
番
有
に
手
渡
し
た
。
嘉
禾
五
年
三
月

一
O
日
、
田
戸
曹
史
の
越
野
・
張
協

・

陳
通
が
ひ
き
く
ら
べ
て
確
認
し
た
。

と
あ
る
よ
う
に
、
復
民
の
常
限
定
枚
目
へ
の
米
課
税
率
は
一
畝
あ
た
り
五
斗
八
升
六
合
で
あ
り
、

と
、
中
十
分
以
下
に
軽
減
さ
れ
て
い
る
。
士
に
つ
い
て
は
、

一
般
の
民
が

一
斜
二
斗
で
あ
る
の
に
比
べ

る

=一H
撲
丘
士
李
安
佃
田
十
町
凡
五
十
三
畝
皆
二
年
常
限
其
五
畝
熟
田
依
書
不
牧
銭
布
冊
八
畝
早
田
畝
牧
布
六
寸
六
分
凡
篤
布
三
丈

一
尺
准
入
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米
一
餅
五
斗
六
升
五
年
三
月
七
日
付
倉
吏
番
慮
日
干
回
畝
収
銭
品
川
七
凡
篤
銭
一
千
七
百
七
十
六
銭
准
入
米

一
斜

一
斗
口
升
五
年
正
月
口
日
付
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倉
吏
番
慮
嘉
禾
五
年
三
月
七
日
田
戸
経
用
曹
史
張
傷
越
野
陳
通
校

四
・
四
九
一

僕
丘
の
士
李
安
の
佃
回
は
一

O
町
で
、
合
計
で
五
三
畝
あ
り
、
皆
二
年
常
限
で
あ
る
。
そ
の
五
畝
は
熟
田
で
あ
る
が
、

4
L

目
~
い
伶
ア
い

(米
・

)
銭

・
布
を
牧
め
な
い
。
四
八
畝
は
日
干
田
で
あ
る
の
で
、
畝
ご
と
に
布
六
寸
六
分
を
収
め
る
。
合
計
で
布
三
丈

一
尺
に
な
り
、
准

じ
て
米

一
斜
五
斗
六
升
を
入
れ
、

五
年
三
月
七
日
に
倉
吏
の
番
慮
に
手
渡
し
た
。
田
干
田
は
畝
ご
と
に
銭
三
七
を
収
め
、
合
計
で
銭

一
七
七

六
銭
に
な
り
、
准
じ
て
米

一
糾

一
斗
口
升
を
入
れ
、
五
年
正
月
口
日
に
倉
吏
の
番
慮
に
手
渡
し
た
。
嘉
禾
五
年
三
月
七
日
、

史
の
張
傷

・
越
野

・
陳
通
が
ひ
き
く
ら
べ
て
確
認
し
た
。

田
戸
経
用
曹

と
あ
る
よ
う
に
、
熱
田
へ
の
課
税
が
克
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
身
分
が
い
か
な
る
も
の
で
、

な
ぜ
'
」
う
し
た
優
遇
措
置
が
と
ら
れ
た
の
か

に
つ
い
て
は
、
現
時
黙
で
は
検
討
材
料
が
不
充
分
で
あ

っ
て
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
士
が
国
家
的
な
身
分
で
あ

っ
た
こ
と
は

「
苦
心

依
り
て
銭
・
布
を
牧
め
ず
」
と
い
う
表
現
か
ら
窺
え
る
し
、
復
民
が
限
定
的
に
現
れ
る

(
の
み
な
ら
ず
、
復
民
以
外
の
身
分
が
出
現
し
な
い
)
己
酉

丘
の
丘
名
は
孫
犠
が
皇
帝
に
即
位
し
た
黄
龍
元
[
二
二
九
]
年
の
干
支
に
由
来
す
る
と
目
さ
れ
て
い
る
か

M
V
蹴
祭
的
な
意
味
を
も

っ
て
命
名

さ
れ
、
そ
の
民
に
恩
典
が
輿
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
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そ
こ
で

【表
1
}
を
み
る
と
、
彼
ら
の
い
た
己
酉
丘
・
撲
丘
は
占
有
率
が
著
し
く
低
く
、

(

竹

山

)

い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
通
常
、
町
数
が
少
な
く
田
畑

一
枚
が
庚

い
ほ
う
が
耕
作
は
容
易
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
は
税
率
面
だ
け
で
な
く
、

耕
作

一
町
あ
た
り
畝
数
が
大
き
い
荊
が
多
数
を
占
め
て

に
あ
た
っ
て
も
有
利
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
佳
意
し
た
い
の
は
、
浦
田
剛
の
作
成
に
か
か
る
表
に
よ
る
と
、
己

(
兆
)

酉
丘
・
僕
丘
に
お
い
て
は
被
記
載
者
の
姓
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
丘
の
内
部
に
強
固
な
族
的
結
合
を
も

っ
た
血
縁
集
固
は
存
在
し
な

か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
丘
と
い
う
も
の
が
す
べ
て
自
然
集
落
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
集
園
が
あ
る
程
度
認
め
ら
れ

て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
丘
に
つ
い

て
は
そ
う
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
も
と
も
と
属
し
て
い
た
丘
ご
と
優
遇

の
釣
象
と
な

っ
た
の
で
は
な
く
し
て
、
何
ら
か
の
理
由
で
そ
れ
ら
の
丘
に
移
住

(な
い
し
は
占
有
す
る
回
土
を
繁
更
)
せ
し
め
ら
れ
、
耕
作
に
有

(
ぬ
)

利
な
場
所
を
園
家
権
力
に
よ
っ
て
と
く
に
輿
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
み
る
限
り
に
お
い
て
、

E
編
成
の
人



矯
性
は
そ
の
名
づ
け
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
場
合
に
よ

っ
て
は
在
地
祉
曾
内
部
へ
の
干
渉
を
も
伴
っ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。

そ
も
そ
も
、

国
家
別
に
み
え
る
丘
が
生
活
空
間
で
あ
る
に
せ
よ
、
居
住
地
と
は
離
れ
て
存
在
す
る
回
土
の
集
合
で
あ
る
に
せ
よ
、

い
ず
れ
に

し
で
も
そ
れ
を
国
家
権
力
が
人
震
的
に
再
直
分
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
孫
呉
政
権
が
こ
の
地
の
一
枇
曾
に
そ
れ
な
り
の
規
制
力
を
有
し
て
い
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
そ
れ
が
杜
曾
内
部
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
規
制
力
は
相
嘗
大
き
な
も
の
で
あ

っ
た
は
ず

と
す
れ
ば
、

で
あ
る
。
血
縁
集
園
の
解
韓
や
開
墾
奨
勘
な
ど
を
目
的
と
し
て
そ
の
規
制
力
が
琵
揮
さ
れ
た
結
果
、
民
の
移
動
が
贋
範
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の

(
M
W〉

四
年
前
と
五
年
荊
で
別
の
丘
に
同
一
人
物
が
現
れ
る
こ
と
の
説
明
は
容
易
に
つ
く
よ
う
に
な
る
し
、
同
じ
丘
の
内
部
で
姓
が
ま
っ

た
く
ば
ら
ば
ら
な
ケ
l
ス
が
存
在
す
る
こ
と
も
充
分
納
得
が
ゆ
く
。
が
、
そ
う
し
た
強
力
な
支
配
を
孫
央
政
権
が
そ
の
統
治
下
に
あ
る
す
べ
て

の
地
域
に
一
律
に
及
ぼ
し
得
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

や
は
り
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
い
。
こ
の
時
貼
で
わ
れ
わ
れ
は
、
田
家
蔚
と

い
う
文
書
の
性
格
に
改
め
て
思
い
を
致
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
紙
幅
が
蓋
き
つ
つ
あ
る
。
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
よ
う
。

と
も
あ
れ
、
丘
の
開
殻
拭
況
の
検
討
を
と
お
し
て
、
丘
が
圏
家
に
よ
っ
て
人
篤
的
に
設
け
ら
れ
た
行
政
組
織
で
あ
り
、
そ
の
設
置
に
あ
た
っ
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て
は
、
と
き
に
在
地
一
位
舎
の
内
部
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
民
衆
の
再
編
成
が
な
さ
れ
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
正
は
自
然
集
落
そ

の
も
の
で
は
な
く
自
治
組
織
で
も
な
い
、
こ
れ
は
現
時
黙
で
も
許
さ
れ
る
結
論
で
あ
る
と
考
え
る
。

結

一一回

本
稿
で
得
ら
れ
た
結
論
は
、
以
下
の
よ
う
に
集
約
で
き
る
。

①
田
家
前
に
み
え
る
「
町
」
と
い
う
畢
位
は
、
田
畑
の
数
調
で
あ
る
。

②
個
々
の
前
に
つ
い
て
、
町
数
で
畝
数
を
除
す
こ
と
に
よ
り
田
畑
一
枚
あ
た
り
の
面
積
を
求
め
る
と
、
著
し
い
ぱ
ら
つ
き
が
み
ら
れ
た
。

③
田
畑
一
枚
あ
た
り
の
面
積
は
、
丘
ご
と
に
著
し
く
偏
る
傾
向
に
あ
る
。

④
田
畑
一
枚
あ
た
り
の
面
積
が
贋
い
丘
の
う
ち
に
は
、
そ
の
名
稽
が
既
存
の
里
名
と
高
い
関
連
性
を
有
し
、
人
魚
的
再
編
成
の
痕
跡
を
示
す

653 



654 

も
の
が
少
な
く
な
い
。

⑤
田
畑

一
枚
あ
た
り
の
面
積
が
賢
い
丘
の
多
く
は
古
く
か
ら
開
け
た
平
坦
な
低
地
で
、
狭
い
丘
は
相
釘
的
に
遅
れ
て
開
け
た
傾
斜
地
が
多
い

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
丘
は
人
矯
的
に
設
け
ら
れ
た
行
政
組
織
で
あ
り
、
そ
の
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
在
地
一枇
曾
内
部
へ
の
干
渉
が
行
わ
れ
る
場
合
も
あ

っ
た
。

よ
っ
て
、
丘
は
自
然
集
落
で
も
自
治
組
織
で
も
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
蕪
辞
を
弄
し
な
が
ら
、
賓
は
も

っ
と
も
重
大
な
問
題
が
未
解
決
で
あ
る
こ
と
を
、

最
後
に
告
白
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ

れ
は
、
本
稿
で
は
丘
を
「
行
政
組
織
」
と
し
た
が
、
そ
れ
が
い
か
な
る
行
政
組
織
で
あ
る
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
言

い

議
を
粂
ね
つ
つ
、
今
後
の
課
題
を
示
し
お
く
こ
と
に
す
る
。

E
を
単
位
に
徴
税
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
丘
が
徴
税
翠
位
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
あ
る
が

い
っ
て
丘
が
本
来
的
に
徴
税
軍
位
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
ま
い
。

だ
か
ら
と

- 54一

そ
の
黙
で

丘
編
成
の
人
矯
性
に

つ
い
て
見
解
を
同
じ

く
し
な
が
ら
も
、

小
嶋
説
に
全
面
的
に
左
祖
す
る
こ
と
に
は
障
踏
を
覚
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
黙
に

つ
い
て
は
国
家
前
に
よ

っ
て
徴
牧
さ
れ

て
い
る
税
が
孫
呉
の
税
役
盟
系
の
奈
遣
に
位
置
す
る
の
か
が
判
明
し
な
け
れ
ば
断
定
的
な
こ
と
は
何
も
一言
守
え
な
い
の
で
、
目
下
の
と
こ
ろ
検
討

を
放
棄
す
る
し
か
な
い
。
よ

っ
て
、
里
と
丘
の
同
一
性

・
非
同

一
性
に
つ
い
て
結
論
を
急
ぐ
こ
と
も
差
し
控
え
た
い
と
思
う
。
た
だ
、
そ
う
し

た
議
論
の
前
提
と
し
て
、
正
と
い
う
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
具
程
的
な
形
に
し
て
お
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、

一
定
程
度
成
功
し
た
も
の
と
考

え
て
い
る
。

そ
の
他、

孫
呉
政
権
が
在
地
枇
舎
に
針
し
で
も
っ
た
規
制
力
の
程
度
で
あ
る
と
か
、
四
年
前
と
五
年
苅
の
内
容
の
相
違
の
問
題
l
lー
こ
れ
は

雨
年
の
聞
に
ど
の
よ
う
に
開
穫
が
進
展
し
た
か
と
い
う
こ
と
と
も
か
か
わ
っ
て
、

国
家
荊
の
文
書
的
性
格
に
釘
す
る
理
解
の
根
本
に
ま
で
影
響

す
る
論
黙
で
あ
る
ー
ー
な
ど
、
関
連
す
る
課
題
は
と
て
も
懇
げ
霊
く
せ
な
い
が
、

そ
の
解
決
に
向
け
て
従
来
と
異
な
っ
た
新
し
い
分
析
覗
畳
が

あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
で
き
た
と
し
た
ら
、

そ
れ
だ
け
で
も
小
論
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
長
沙
呉
筒
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展



を
祈
り
つ
つ
欄
筆
す
る
。
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註(
l
)

走
馬
桜
呉
簡
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
長
沙
市
文
物
工
作
隊

・
長
沙

市
文
物
考
古
研
究
所
「
長
沙
走
馬
楼
J
n
殻
掘
筒
報
」
(
『文
物
』

一

九
九
九
|
五
)
お
よ
び
宋
少
華

・
何
旭
紅
「
長
沙
走
馬
棲
二
十
二
競

井
後
掘
報
告
」
(
長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所

・
中
園
文
物
研
究
所
・

北
京
大
向
学
歴
史
挙
系
走
馬
楼
筒
臆
整
理
組
編
著
『
長
沙
走
馬
楼
三

園
呉
簡
・
嘉
禾
吏
民
国
家
前
』
文
物
出
版
枇
、
一
九
九
九
年
、
上
巻
、

所
収
)
に
詳
ら
か
で
あ
る
。

(
2
)

前
掲
註
(
1
)
。

(
3
)

「
佃
田
:
・
町
」
と
あ
る
場
合
と

「田
:
・
町
」
と
あ
る
場
合
と
が
あ

る
が
、
爾
者
に
匿
別
は
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
拙
稿

「
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
所
見
回
種
初
探
」
(
長
沙
呉
筒
研
究
曾
編

『嘉

禾
吏
民
国
家
前
研
究
l
|長
沙
呉
簡
研
究
報
告
・
第
l
集
|
|』
同

研
究
舎
、

二
O
O
一
年
、
所
収
)
一

六
頁
を
参
照
。

(
4
)

前
掲
四
・
二
六
こ
で
は
米
で
准
納
さ
れ
て
い
る
が
、
布
そ
の
も
の

で
納
め
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
こ
の

「
布
」
の
材
質
に
つ
い
て
は
、

現
時
駄
で
は
明
ら
か
で
な
い
。

(
5
)

銭
も
米
で
准
納
さ
れ
る
場
合
と
銭
そ
の
も
の
で
納
め
ら
れ
る
場
合

と
が
あ
る
。

(
6
)

以
上
示
し
た
の
は
、
嘉
禾
四
年
前
の
記
載
順
で
あ
る
。
五
年
前
で

は
書
式
が
若
干
異
な
る
。

=
実
上
荻
丘
男
子
黄
皆
佃
回
九
町
凡
品
川
了
臥
其
廿
六
畝
二
年
常
限
其

十
七
畝
田
平
敗
不
牧
布
其
五
畝
絵
力
団
鴛
米
二
斜
{
疋
枚
九
畝
篤
米
十

削
附
八
斗
凡
矯
米
十
二
餅
八
斗
畝
牧
布
二
尺
其
米
十
二
餅
八
斗
五
年

十

一
月
五
日
付
倉
吏
張
受
周
棟
凡
篤
布
二
丈
八
尺
准
入
米

一
斜
七

斗
三
升
五
年
十
一
月
六
日
付
倉
吏
張
憂
周
棟
其
田
平
因
不
牧
銭
熟
回

収
銭
畝
八
十
凡
篤
銭
一
千
二
百

一
十
五
年
十

一
月
十
日
付
庫
吏
潜

嘉

禾

六

年

二

月

廿

日

田

戸

曹

史

張

傷

校

五

・

六

三

上
荻
丘
の
男
子
資
皆
の
佃
回
は
九
町
で
、
合
計
で
一一一一

畝
あ
る
。

そ
の
二
六
畝
は
、

二
年
常
限
で
あ
る
。
そ
の
(
常
限
回
の
)
一

七

畝
は
皐
敗
で
あ
る
の
で
、

(
米
と
)
布
を
収
め
な
い
。
そ
の
(
全

慢
の
)
五
畝
は
絵
力
回
で、

(畝
ご
と
に
米
を
四
斗
収
め
る
と
、
)

米
二
餅
に
な
る
。
(
常
限
田
の
)
{疋
牧
は
九
畝
あ
り
、

(畝
ご
と
に

米
を

一
餅
二
斗
収
め
る
と
、
)
米
一

O
斜
八
斗
に
な
る
。
(
常
限

田
・
絵
力
団
か
ら
収
め
た
米
は
)
合
計
で
米
一
二
糾
八
斗
と
な
る
。

(
常
限
定
枚
目
お
よ
び
絵
力
回
か
ら
は
)
畝
ご
と
に
布
二
尺
を
収

め
る
。
そ
の
米
一

一一
斜
八
斗
は
、
五
年
一
一
月
五
日
に
倉
吏
の
張

EE--周
棟
に
手
渡
し
た
。
合
計
で
布
二
丈
人
尺
と
な
り
、
准
じ
て

米
一
餅
七
斗
三
升
(
を
入
れ
)
、
五
年
一

一
月
六
日
に
倉
吏
の
張

晶
子

周
棟
に
手
渡
し
た
。
そ
の

(常
限
回
の
)
田
平
田
は
銭
を
収
め

ず
、
熱
田
は
銭
を
畝
ご
と
に
八

O
牧
め
る
。
合
計
で
銭

二

二

O

に
な
り
、
五
年
一
一
月

一
O
日
に
庫
吏
の
滋

(
有
)
に
手
渡
し
た
。

嘉
禾
六

[一
一
一
一
一
七
]
年
二
月
二

O
日
、
田
戸
曹
史
の
張
協
が
ひ
き

- 55-
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く
ら
べ
て
確
認
し
た
。

右
に
よ
れ
ば
、
嘉
禾
五
年
初
に
お
い
て
は
、

ω丘
名

ω身
分

ω姓
名

ω綾
町
教

ω線
田
土
額

ω常
限
凹
総
額

m

品川
限
日干
旧
額
叩
除
力
団
総
額

ω除
力
抗
日
田
米
総
領
的
十
(
嘉
禾
五
年
一別

に
は
鈴
力
凶
平
田
は
な
い

)ω常
限
熱
田
鎖
叩
常
限
熱
田
米
税
額
刷
米

総
額
関
税
…
問
布
税
率

(M
mω)
伽
米
総
額

(再
出
)
即
米
納
入
日

関
米
納
入
先
閃
布
総
額

ω布
納
入
日
闘
布
納
入
先
附
田平田
銭
税
率
問

熟
問
銭
税
率
問
銭
線
額
悶
銭
納
入
日
削
銭
納
入
先

ω校
閲
日
悶
校
閲

者の
順
序
で
記
さ
れ
て
い
る
。
闘
で
四
年
前
の

ωω
に
あ
た
る
内
容
が

ま
と
め
て
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
嘉
禾
五
年
に
早
田
へ
の
布
・
銭
の

課
税
が
な
か

っ
た
め

ω聞
を
い
う
必
要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
と
も
思

わ
れ
る
が
、
四
年
に
お
い
て
も
布

・
銭
税
率
は
常
限
田
・
絵
力
回
と

も
同
率
で
、
か
つ
銭
の
場
合
は
四
年
前
で
も
帥
加
で
常
限
回

・
鈴
力

回
を

一
括
し
て
計
算
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
な
ら

っ
て
記
載
の
簡

略
化
を
は
か

っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

質
際
に
は
、
四
年
前
に
し
ろ
五
年
前
に
し
ろ
、
抑
伸
文
の
と
お
り
に

連
縦
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
一一一
行
分
か
ち
書
き
に
な
っ
て

い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
記
載
順
が
内
容
に
直
接
関
わ
ら
な
い

こ

と
、
分
か
ち
書
き
の
原
則
に
閲
す
る
議
論
が
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
得
文
に
従
っ
て
お
く
こ
と
と

す
る
。

(
7
)

開
尾
史
郎
「
年
次
未
詳
町
家
前
の
年
次
比
定」

(『
出
土
史
料
を
用

い
た
漠
貌
交
答
期
の
枇
曾
嬰
動
に
閲
す
る
基
礎
的
研
究
』
平
成

一
二

年
度
l
平
成
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

[基
盤
研
究
削

凶
]

研
究
成
果
報
告
書
[
研
究
代
表
者

・
開
尾
史
郎
]
、

二
O
O
二
年、

所
牧
)
に
よ
れ
ば
、
校
閲
月
日
・
校
関
者
の
紋
名
お
よ
び
姓
名
な
ど

の
情
報
か
ら
、

四
年
前
を

一
七
、
五
年
前
を
二
一

、
そ
れ
ぞ
れ
取
り

出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

(
8
)

胡
平
生

・
宋
少
華
「
長
沙
走
馬
機
関
崎
慨
述
」(『
停
統
文
化
輿
現

代
化
」

一
九
九
七
|
一二
)
・
郎
東
聯
「
長
沙
走
馬
桜
佃
回
租
税
簡
的

初
歩
研
究
」

(『
江
漢
考
古
』

一
九
九
八
|
四
)
・
吉
岡
敏
「
論

《
吏
民

田
家計別》

的
契
約
輿
惣
設
二
重
性
及
其
意
義
『
|
|
議
長
沙
走
馬
棲
簡

嫡
札
記
之
二
」
(
『鄭
州
大
等
製
報
』
[
祉
曾
科
製
版
]
二
0
0
0

四
)
・
胡
平
生
「
嘉
禾
四
年
吏
民
国
家
前
研
究
」
(
『中
図
出
土
資
料

研
究
」
五、

二
O
O
一
年
)
な
ど
が
こ
の
立
場
に
立
つ
。
こ
れ
に
劃

し
て
開
尾
史
郎
「
吏
民
国
家
前
の
性
格
と
機
能
に
関
す
る

一
試
論
」

(前
掲
註
(
3
)
書
所
収
)
・
「
吏
民
田
家
蔚
の
性
格
と
機
能
」

(前
掲

註
(
7
)報
告
書
所
収
)
は
、
際
と
郷
が
分
有
す
る
納
税
者
牽
帳
と
の

見
解
を
示
し
て
い
る
。

(9
)

国
家
引
が
郷
に
よ

っ
て
と
り
ま
と
め
て
提
出
さ
れ
た
文
諮
で
あ
る

こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
標
題
簡
」
の
存
在
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。
参
考
ま
で
に
、
標
題
簡
の

一
例
を
示
す
。

東

郷

謹

列

四

年

吏

民

国

家

別

荊

四

・
三

東
郷
は
謹
ん
で

(
嘉
禾
)
四
年
に
吏
民
の
国
家
が
別
っ
た
と
こ
ろ

の
苅
を
列
ね
ま
す
。

(
叩
)

前
掲
註
(
8
)郎
論
文
。

(
日
)
王
素

・
宋
少
華

・
羅
新

「長
沙
走
馬
楼
簡
府
整
理
的
新
牧
師世」

(『
文
物
』
一

九
九
九
|
五
)
三
九
頁
。

(
ロ
)
高
敏

「従
嘉
禾
年
間

《
吏
民
国
家
苅
》
看
長
沙
郡

一
帯
的
民
情
風

一 56-
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俗
血
ハ
枇
曾
経
済
朕
況
」

(『
中
州
向
学
刊
』
二
0
0
0
1
五
)。

呉
海
燕

つ
丘
μ

非
M

郷
μ

而

骨

周

H

里
U

緋
」
(
『
史
的
学
月
刊
』
二
O
O三
|

六
)
は
、
高
敏
が
正
と
里
を
同

一
蹴
す
る
黙
に
賛
意
を
表
し
た
上
で
、

古
代
社
舎
に
お
け
る
地
方
基
層
組
織
の
名
稽
は
多
様
で
あ
っ
た
と
す

る
。

(
日
)
問
題
の
箇
所
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

=
実
上
利
里
州
吏
黄
楊
佃
国
情
六
町
凡
冊
六
畝
皆
二
年
常
限

・
(後

略
)

五

・

三

八

上
利
里
の
州
吏
黄
楊
の
佃
田
は
四
六
町
で
、
合
計
で
四
六
畝
あ
り
、

皆
二
年
常
限
で
あ
る
。
.

(
M
H
)

前
掲
註
(
1
)
。

(お
)

小
嶋
茂
稔
「
「
丘
」
に
閲
す
る

一
試
論
」
・
開
尾
史
郎
①
「
長
沙
呉

筒
所
見

「丘
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
(
と
も
に
前
掲
註
(
3
)
書
所

収
)
・
閥
尾
①

「
長
沙
呉
簡
所
見

「丘
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

(前
掲

註
(
7
)報
告
書
所
収
)
。

(
時
)

前
掲
註
(
日
)
閲
尾
論
文
の
②
。

(
げ
)

こ
れ
と
近
い
見
解
を
示
す
も
の
に
、
宋
超
「
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
中

的
H

丘
。
血(
グ里

H

」
(
長
沙
呉
筒
園
際
皐
術
研
討
曾
鐘
百
年
来
簡
自
巾

設
現
輿
研
究
向
晶
子
術
研
討
曾
舎
場
配
布
レ
ジ
ュ
メ
、
二

O
O
一
年
八
月

一
五
日
1
一
九
日
、
於
長
沙
)
が
あ
る
。
こ
の
他
に
丘
と
里
の
併
存

を
い
う
も
の
と
し
て
李
卿
「
《
長
沙
走
馬
棲
三
園
臭
簡

・
嘉
禾
吏
民

田
家
荊
》
性
質
輿
内
容
分
析
」

(『中
園
経
済
史
研
究
』
二
O
O
-
-

一
)
が
あ
り
、
丘
は
里
よ
り
も
規
模
が
小
さ
い
「
居
民
黙
」

で
あ
る

と
説
く
が
、
現
存
の
国
家
蔚
に
み
え
る
民
戸
が
各
丘
の
構
成
員
の
す

べ
て
で
あ
る
と
み
て
そ
の
戸
数
の
統
計
を
と
り
、
文
献
に
み
え
る
里

の
戸
口
規
模
と
箪
純
比
較
す
る
そ
の
論
法
に
は
従
い
が
た
い
。
ま
た

張
築
強

「孫
呉

。嘉
禾
吏
民
田
{杢
別
u

中
的
幾
個
問
題
」
(
『中
国
史

研
究
』
二
O
O
一
l
一一一
)
は
、
人
口
の
集
中
し
た
地
域
に
は
里
が、

分
散
し
た
地
域
に
は
丘
が
お
か
れ
た
と
い
う
が
、
で
は
少
数
と
は
い

え
里
名
と
正
名
が
一
致
す
る
ケ
1
ス
の
あ
る
こ
と
は
ど
う
説
明
さ
れ

る
の
か
。

(
児
)

前
掲
註
(日
)小
嶋
論
文
。

(
川口
)

と
は
い
え
、
五
年
荊
で
も
歩
車
位
の
記
述
は
特
定
の
丘
に
集
中
し

て
出
現
す
る
傾
向
に
あ
り
、
し
か
も
切
り
の
よ
い

一
二

O
歩

(
H

0
・五
畝
)
し
か
現
れ
な
い
丘
が
か
な
り
認
め
ら
れ
る
か
ら
、

五
年

に
な
っ

て
記
載
が
一
律
に
巌
密
化
し
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
よ
う

で
あ
る。

(ぬ
)
前
掲
註
(日
)閥
尾
論
文
②
二
五
頁。

(幻
)

前
掲
註
(
日
)開
尾
論
文
②
註
(
お
)
は
、
こ
の
例
外
と
し
て
「
庭」

表
記
の
四
・三
二
が
三
月
十
八
日
の
校
閲
で
あ
る
こ
と
を
暴
げ
て
お

り、

『嘉
禾
吏
民
田
{
杢
別
』
上
虫
色
の
調
停
文
に
よ
れ
ば
確
か
に
そ
う
な

の
で
あ
る
が
、
同
下
遂
の
園
版
に
従
え
ば
こ
の
「
十
八
」
は

「六
」

の
誤
稼
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
は
例
外
で
は
な
い。

(
幻
)

後
掲
四
・
四
九
一
に
み
え
る
よ
う
に
、
「
回
戸
経
用
曹
史
」
の
場
合

も
あ
る。

「
田
戸
曹
史
」

は
そ
の
略
稀
で
あ
る
ら
し
い
。

(
お
)

中
華
書
局
、
二
O
O
一
年
。
前
掲
の
得
文
・
簡
番
競
は
同
書
に
嫁

る
。
現
代
語
誇
に
あ
た
っ
て
も
同
書
の
注
穆
を
参
考
に
し
た
。

(μ
)
前
掲
註
(
日
)
開
尾
論
文
②
二
五
頁
。

こ
れ
ら
の
墓
券
に
つ
い
て
、

開
尾
は
池
田
温
「
中
園
歴
代
墓
券
略
考
」
(
東
京
大
祭
東
洋
文
化
研

究
所
編
『
ア
ジ
ア
の
祉
舎
と
文
化
』
I
、
東
京
大
祭
出
版
舎
、
一
九
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[表5]

丘名
4玉F 5年

安動当~(部 )
町数 総面積(畝) 面積InIT敏 町政 絶。而積(畝) 面積111可数

下伍丘 10.0 22.0 3.00 10.5 21.3 J. 91 -36.3 
夫丘 30.0 50.0 2.00 10.0 20.0 l.80 10.0 
平支丘 6.0 16.0 2.62 10.0 24.1 2.31 11.8 
石下丘 7.0 34.0 3.95 9.0 17.6 1.99 -49.5 
和l丘 19.0 60.0 3.20 17.5 26.5 1.59 -50.4 
イ可丘 20.0 50.0 2.52 10.0 25.0 2.50 -0.9 
匿丘 20.0 45.0 2.23 12.0 24.0 2.06 -7.5 
劉里丘 25.0 59目。 2.22 20.5 25.5 1.08 -51.3 

八
二
年
、
所
収
)
に
依
嫁
し

て
い
る
。
本
稿
で
引
用
し
た

稗
文
も
肉
池
田
論
文

(
一
二

九
頁
⑫
、
二
二

O
頁
⑬
)
に

従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
お
)

前
掲
註
(
7
)閥
尾
論
文
。

(
お
)
本
稿
で
割
愛
し
た
全
デ
1

タ
は
、
別
途
公
開
す
る
こ
と

を
橡
定
し
て
い
る
。

(
幻
)

呉
尺
を
二
四
セ
ン
チ
メ
l

ト
ル
と
し
て
計
算
し
た
。

(
お
)

サ
ン
プ
ル
の
番
競
で
あ

っ

て
、
別
番
競
と
は

一
致
し
な

い
。
あ
く
ま
で
も
便
宜
的
な

も
の
で
あ
る
。

(
鈎
)

町
数
の
メ

ジ
ア

ン
は
六
・

O
、
畝
数
の
メ
ジ
ア
ン
は
三

0
・
O
で
あ
る
。

(
初
)
五
年
前
に
お
け
る
町
数
の

メ
ジ
ア
ン
は
八
・

O
、
畝
数

の
メ
ジ
ア
ン
は
一
二

・
五
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
四
年
前
と
五

年
前
の
デ
ー
タ
が
こ
れ
だ
け

相
違
す
る
こ
と
の
理
由
に
合

い
て
は
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
現
状
で
は
不
明
で
あ
る
と

い
う
ほ
か

な
い
。
ひ
と
つ
の
考
え
か
た
と
し
て
、
五
年
荊
に
お
い
て
は
田
土
額

の
記
載
が
歩
単
位
に
ま
で
及
ぶ
場
合
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
嘉
禾
五
年

に
度
田
が
賓
施
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
同
年
の

作
柄
と
税
率
に
つ
い
て
議
論
す
る
中
で
そ
の
可
能
性
を
あ
る
程
度
確

か
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
懸
隔
が
大
き

す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
。
四
年
前
と
五
年
前
と
で
記
載
針
象
が
ほ
と
ん

ど
重
な
ら
な
い
こ
と
の
結
果
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
四
年

前

・
五
年
荊
の
雨
方
に
出
現
す
る
丘
の
う
ち
前
が
爾
年
と
も
六
枚
以

上
あ
る
正
に
つ
い
て

一
町
あ
た
り
畝
数
の
メ
ジ
ア
ン
を
比
較
す
る
と

(
{表
5
】
)
、
ほ
と
ん
ど
数
値
に
愛
化
が
み
ら
れ
な

い
丘
が
字
数
あ

る
と
同
時
に、

一
方
で
は
大
き
く
繁
動
し
て
い
る
丘
も
存
在
し
て
お

り
、
解
得
が
難
し
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ま
述
べ
た
作
柄

と
税
率
の
関
係
の
ほ
か
に
、
開
設
の
進
展
紋
況
や
開
墾
の
際
に
除
力

回

・
火
種
田
が
果
た
す
役
割
な
ど
に
つ
い
て
も
併
せ
て
考
え
る
必
要

が
あ
り
、
い
ま
し
ば
ら
く
検
討
を
要
す
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
そ

の
こ
と
を
直
接
議
論
の
針
象
と
す
る
こ
と
は
避
け
、
む
し
ろ
そ
の
前

提
と
な
る
基
礎
的
な
デ
ー
タ
の
整
理
提
供
を
優
先
す
る
こ
と
と
し
た

、
。

‘ν
 

(
訂
)

四
年
一別
で
は
全
慢
の

一
パ
ー
セ
ン
ト
を
目
安
と
し
た
の
で
、
五
年

苅
で
も
同
様
に
し

一
O
枚
を
基
準
と
す
る
の
が
安
嘗
か
も
し
れ
な
い

が
、
四
年
前
と
比
較
す
る
際
の
都
合
か
ら
、
率
で
は
な
く
数
を
揃
え

る
こ
と
に
し
た
。

(
幻
)

ほ
か
に
、
緒
中
丘
を

「
渚
中
丘
」
、

と
も
で
き
よ
う
か
。
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度
丘
を
「
波
丘
」
と
み
る
こ



(
お
)
前
掲
註
(
日
)開
尾
論
文
巾
②
は、

三
世
紀
前
後
の
江
南
で
「
丘
」

が
土
地
の
量
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
前

掲
註
(
日
)小
嶋
論
文
は
、
「
丘
井
之
式
」
の
典
擦
と
な
っ
た

『周
種
』

地
官
小
司
徒
の

一
節
に
は
土
地
匿
霊
の
一
種
と
し
て
「
丘
」
が
み
え

て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
背
景
を
考
慮
す
る
と
、

田
家
前
の
「
丘
」
を
文
字
通
り
丘
陵
の
意
と
み
る
必
然
性
は
な
い
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
卒
坦
な
土
地
に
針
し
で
も

「
丘
」
と
い
う
呼
得
が
適
用
さ
れ
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
鈍
)

丘
名
か
ら
こ
れ
を
裏
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
侠
丘
が

「峡

丘
」
の
意
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
横
渓
丘

・
断
流
丘
と
い

っ
た
い

か
に
も
傾
斜
地
を
恩
わ
せ
る
名
裕
の
丘
も
存
在
し
て
い
る
も
の
の
、

苅
の
数
が
き
わ
め
て
少
な
い
た
め
、
一
町
あ
た
り
畝
数
を
央
委

d

に
供

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
お
)

前
掲
注
(
日
)
王

・
宋

・
羅
論
文
お
よ
び
王
素
「
《
嘉
禾
吏
民
国
家

前
》
所
見

H

己
酉
丘
復
民
H

性
質
新
探
」

(前
掲
註
(
げ
)
研
討
曾
配

布
レ
ジ
ュ
メ
)
は
、
復
民
を
朝
廷
か
ら
功
臣
に
賜
給
さ
れ
た

「依
附

人
口
」
で
あ
る
と
す
る
。
高
敏

「嘉
禾

《
吏
民
国
家
苅
》
中
的
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士
H

和
H

復
民
H

質
疑
」

(『文
物
」
二

0
0
0|
一
O
)
は、

北

方
か
ら
南
に
移
り
住
ん
で
き
た
も
の
が
士
で
あ
り
、
自
ら
希
望
し
て

税
負
婚
を
一
般
民
戸
よ
り
若
干
低
く
さ
れ
た
も
の
が
復
民
だ
と
す
る
。

(
お
)
前
掲
註
(
河
川
)
小
嶋
論
文
三
八
頁。

(
幻
)
丘
名
が
判
明
し
な
い
前
の
う
ち
に
も
復
民
(
四
・五
三
七
、
四
・
五

八
九
)
・
士
(
四
・五
四
八
、
四
・五
五

O
、
四
・六
三
こ
身
分
の
も

の
が
散
見
さ
れ
る
が
、
四
・五
五

O
お
よ
び
四
・
六
三

一
を
除
く
と
す

べ
て

一
町
あ
た
り
畝
数
が
四
年
荊
の
メ
ジ
ア
ン
を
上
回
り
、
四
・五

五
O
も
そ
れ
を
ご
く
わ
ず
か
下
回
る
だ
け
で
あ
る
。

(お
)

満
田
剛
「
長
沙
走
馬
楼
吏
民
国
家
前
に
見
え
る
姓
に
つ

い
て
」

(前
掲
註
(
3
)書
所
収
)
の
附
表
に
よ
る
。

(
mm
)

そ
う
し
た
意
味
で
示
唆
的
な
名
稽
を
も
っ
公
回
丘
に
つ
い
て
も、

も
と
は
己
酋
丘
の
よ
う
な
特
殊
な
丘
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
に
い
う
と
き
、

【表
1
】
に
お
け
る
公
団
丘
の
占
有
率
の

低
さ
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

(ω
)
森
本
淳

「嘉
禾
吏
民
自
家
苅
に
み
え
る
同
姓
同
名
に
閲
す
る
一
考

察」

(前
掲
註
(
3
)番
所
収
)。
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politicalinfighting that involved powerful triba】groupings in the Khitai royal court.

ＡRECONSIDERATION OF THE MEANING OF THE TERM Ｑ／Ｕ丘，

　　　　

FOUND ON THE WOODEN SLIPS KNOWN AS THE

　　　　　　　　　

“LIMIN ＴＩＡＮＪＩＡ-ＢＩＥ”吏民田家前

Abe Yukinobu

　　

The vast numbers of Sun-Wu era bamboo slips discovered at Zoumalou

走馬櫨in Changsha in Hunan in 1996 have gained attention as an important key to

understanding the social system of that era. This study focuses on the large-sized

wooden slips that are documents concerned with payment of taxes, and are known

as“Limin tianjia-bie”吏民田家前. Using the records of the fields therein, l have

considered the meaning of the term ｑｔｕ，丘,which was used to indicate the loca-

tion of tａχpayers。

　　

There are two designations for fields in the　ttｏｎ畑一biedocumentｓ，　tｉｎｅ町and

回4畝. An analysis based on the comparison of the two terms reveals that the

former, ting, is a unit representing the number of fields, and the latter, mu, is a

unit representing the size of the fields. Given this distinction, an ｅχamination of

the size of the fields in light of their number in each bie shows the area of each

field. Size varied from 仙?to bie｡

　　

Ｎｅχt, comparing the area of each field m a single qiu, it became clear that

large and small丘elds were not combined ｍ ａ qiu, and that large and small 丘elds

were concentrated in separate ｑｔｕ.Given this reality, it is clear that qiu were

greatly influenced by topography｡

　　

Furthermore, working on the hjTDOthesis that d迂ferences in topography were

related to the period oi　ｑiｕ　ibrmation and ｅχamining the characteristics of the

names of the ｑｉｕ，lhave confirmed th貳qiu with large fields were developed re-

latively early, ０ｎlow-lying lands, while ･qiu with small-sized fields were developed

later on hiUy lands. Moreover, l point out that in the regions that were developed

earlier pre-eχisting corarmmal patterns had been artificiallyreapportioned when the

qiu were established. Furthermore, an examination suggests two qiu with special

characteristics, the Puqiu僕丘and Jiyouqiu 己酉丘that this artificialreapportion-

ment accompanied the reconstitution of local society。

　　

We can conclude from the above that the　ｑtＭthat appear in the　tianiｔａ-bie

documents were artificiallyconstituted administrative organizations and not natu-

-
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rallyoccurring settlements or a pre-existing social organizations

THE SOGDIAN TURKS AND SHATUO IN DAIBEI DURING

　　

THE LATE TANG AND FIVE DYNASTIES PERIODS

　　　　　　　　　　　　　　　

MORIBE Yutaka

　　

This articleargues the causes of the extension of the power of the Shatuo

沙陀who eventually established the Later Tang regime of the Five Dynasties,

through an analysis of the Sogdian Turks who were active in northern China from

the second half of the Tang Dynasty. The Shatuo, who settled in the northern

portion of Hedong 河東after leaving Gansu 甘粛and crossing the Ordos early in

the ninth century, were not ａ particularlypowerful group at the time. However,

with the rebellion of Huang Chao 黄巣at the close of the Tang, the Shatuo rapidly

extended their power. It has been noted that one of the causes behind the ｅχpan-

sion was the absorption of many warriors with Sogdian names.　These Sogdian

warriors were the descendants of Liuzhou-Hu 六州胡, who had immigrated to

Daibei代北in the second year of the Zhenyuan 貞元era (786). The Liuzhou-Hu

were ａremnant of the Turkic people, who had been created out of the collapse of

the firstEastern Turkish khanate. They were originallya Sogdian people who had

submitted collectivelyto the Eastern Turks. Under the mutual influence of the

Turks and other nomadic peoples of northern Asia, they adopted nomadic culture,

acquired the techniques of equestrian archery and became ａ potential military

force. Itis in this sense that they are referred to as Sogdian Turks in this article.

The Sogdian Turks appeared in Daibei in nomadic settlements called Sage 薩葛

(Suoge索葛and χuege 藤葛), Anqing安慶, Jitian鶏田, and they lived ａ com-

munal nomadic ｅχistencein the Five Dynasties period。These groups responded to

needs of the Shatuo dynasties such as the Later Tang 後唐and Later Jin 後晋by

participatingfa the regimes as ａcommunal group led by a chieftain.It may be sur-

mised that they sustained 出ｅ military power of the Shatuo dynasties. After the

Later Jin ceded what is known as the sixteen prefectures of Yanyun 燕雲十六州

to the Khitai契丹, the Sogdian Turks livingin the Daibei submitted to the Khitai,

wMe others of them moved south and passed through the Yanmen 雁門barrier

seeking asylum within the Later Jin state. Following the establishment of the Song

宋dynasty, there were also some Sogdian Turks who left Daibei seeking asylum

with the Song. The Song organized these Sogdian Turks into royal guard units
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